
 

 

設置の趣旨等を記載した書類（先進学際科学専攻） 
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１．設置の趣旨及び必要性 

１．１ 教育研究上の理念 

人類はこれまで、真理の探究を通して新しい「知」を創造し、QoL の向上、文化の発展、新た

な価値の創出、社会の変革を導き、今日の高度文明社会を築いてきた。近年では、人工知能(AI)

のような革新的・先端的な技術を生み出すなど、人類が積み上げてきた「知」は、知識や技術の

飛躍的な発展を通じて、社会にさらなる成長と変革をもたらしている。一方で、現代のグローバ

ル化が加速する世界における複雑化した社会課題を解決し、社会に変革を起こすイノベーショ

ンを生み出すためには、複数の学問分野や専門知識を統合し、異なる視点から学際的なアプロー

チで分析・解析することが不可欠である。第 7 期科学技術・イノベーション基本計画に向けた学

術分科会としての意見（2024 年 8 月 23 日）では、近年の AI 技術の急速な発展が我々の想像を

遥かに超えた地殻変動を起こしていると指摘されており、組織や専門領域を超えた多様な知を

融合させることのできる人材育成が必要である。このような現代社会においては、学際的な視点

をもち異分野とのコミュニケーションを図りながら、最新の AI・数理・データサイエンス手法

を理解し実践できる高度職業人材が求められている。 

世界に目を向けると、日本は依然として世界デジタル競争ランキングで 67 か国・地域のうち

総合 31 位と低迷している（スイス国際経営開発研究所, 2024 年）。高等教育での教師 1 人当たり

の学生数、100 人当たりの無線ブロードバンドの普及率、国民と政府間のやり取りを促進するオ

ンラインサービスの活用、世界のロボットに占めるシェア、ソフトウエア違法インストール対策

の割合では高評価を得ている一方、上級管理職の国際経験（67 位）、デジタルスキルの習得（67

位）、企業の機会と脅威に対する対応の速さ（67 位）、ビッグデータや分析の活用（64 位）など、

低評価となっている。これらの評価にも見られるように、高度な情報・デジタル技術や AI に代

表される最新のデータ駆動型手法を踏まえて他分野と連携・協働する学際教育を受けたリーダ

ー人材の養成が、日本社会で十分に確立しているとは言い難い。日本の科学技術分野において国

際競争力を強めていくために、大学をはじめとする高等教育機関において、「高度な専門性」と

「学際的な視点」をもち、最新の「情報・デジタル・数理」技術・手法を理解し実践できる高度

職業人材を育成することがこれまで以上に望まれている。産業界からも「世界で通用する情報技

術を使いこなせる人材を育てることの重要性」が指摘され、「分野横断型の発想で、デジタル情

報技術を駆使しながら社会の様々な課題を解決できる人材」が求められている。加えて学際領域

において、情報関連技術や AI 等のデータ解析手法に関する教育や研究推進のための体系だった

カリキュラムは限られている。高い専門性と学際的な視野をもち、AI・数理・データサイエンス

手法の開発・応用・実践を担うグローバル高度職業人材を輩出するためには、出口を明確にし、

新しい教育理念のもと、既存の教育組織を新しい組織へと発展させることが必要である。 

 

１．２ 先進学際科学専攻の設置の必要性 

東京農工大学は、令和５年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採

択された研究大学であり、『使命志向型教育研究－美しい地球持続のための全学的努力』を基本

理念とし、全学協働で社会に役立つ科学技術の創生や人材の輩出による持続発展可能な未来社

会の創生を目指している。農学・工学を両輪とする我が国のなかでもユニークな２学部制の東京

農工大学では、学長のリーダーシップのもと「農学、工学及びその融合領域における科学的探究

を通じ、次の時代のあるべき姿を示し努力するすべての人を尊重し、人の価値を知的に社会的に

最大に高める世界第一線の研究大学となることを目指す」ことを重要なビジョンの一つとして

掲げ、国際的に卓越した大学院を形成し、教育研究環境の基盤を強化することととしている。J-

PEAKS で掲げる提携大学との連携による知の結集を共通理念として、当該大学院では、現代の
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新たな社会課題に対して、計測科学、計算科学、データ科学を三位一体として連携・融合し、

AI・数理・データサイエンス手法を活用して、新しい知の創造へと導くことのできるグローバ

ル高度職業人材を育成する。このような人材の育成には、先進的な学際教育・研究を柱の一つと

した大学院教育組織の設置が必要である。 

令和７年４月から「先進学際科学府 先進学際科学専攻」（修士課程）が開始した。修士課程（博

士前期課程）に続く今回の博士課程（博士後期課程）の設置に際しては、既存の生物機能システ

ム科学専攻と早稲田大学との共同専攻である共同先進健康科学専攻との連携を発展させ、本学

の強みである食料・環境、資源・エネルギー、ライフサイエンス分野の基盤教育研究力に「情報・

デジタル及び AI・数理・データサイエンスに関する教育研究力」を結集した新たな専攻として

整備する。併せて先進学際科学専攻（博士後期課程）の設置に伴い、同学府に設置している先進

学際科学専攻（修士課程）を先進学際科学専攻（博士前期課程）への課程変更を行い、博士前期

課程から博士後期課程への一貫した教育体制の構築を行う。これらの組織改組により異分野協

創による学際的研究教育への展開と新たな知の創造を指向する。農学・工学間の協働の視点を持

ち、社会課題を解決するために分野横断的な新分野を開拓し、次世代の情報・デジタル未来社会

の創生に取り組めるグローバル高度職業人材を輩出することで、我が国のデジタル国際競争力

向上に貢献するものである。 

 

１．３ 先進学際科学専攻において養成する人材像 

東京農工大学は、これまでの大学院課程で培ってきた農学、工学及び融合領域における学術の

理論及び応用を教授、研究し、その深奥を究めて科学技術の高度化及び学際化に対応し、独創性

と実行力を備え、高度の専門能力、確かな研究能力及び教育能力を持つ職業人、研究者又は教育

者の育成を行ってきた。当該大学院では、本学の理念と学府・専攻の教育目的に応じて、高度で

専門的・学際的知識の習得と知の開拓に強い意志を有し、最新の科学技術の展開に関心を持ち、

実践的に行動する意欲を持った学生を国内外から広く受け入れている。先進学際科学府では、上

記の人材育成の基本方針を基盤に、関心・意欲の高い学生を受け入れ教育することで、以下に挙

げる人材の育成を目的としている。 

・ 農学‧工学に情報‧デジタル‧数理技術を融合した教育研究を基盤に専門的な知識や学際的な

視野を習得し、新たな価値の創出に果敢に挑戦する人材（DP の観点 A,B)に関連） 

・ 地球規模の社会‧環境問題を共有し、世界の国々と地域の文化や歴史的な背景を考察し、対話

する能力を有し、世界の人類の生活と食との関わりについて明確な指針が示せる高い見識を

持つ人材（DP の観点 B,C）に関連） 

・ 産業界や学術界における国際的なニーズの潮流を理解し、卓越したコミュニケーション力に

より国際社会で活躍できる人材（DP の観点 C,D）に関連） 

・ 「予測情報」、「資源‧エネルギー」、「健康‧福祉」、「食料‧環境」の教育研究分野に精通し、これ

らを融合することで先進的学際領域を開拓し、研究リーダーとして活躍できる人材（DP の

観点 A,C,D）に関連） 

 

１．４ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー, DP） 

先進学際科学専攻では、本学の基盤である農学‧工学の自然科学領域を中心とした高度な専門

的・学際的知識の習得と知の開拓に強い意志を持ち、最新の情報・デジタル技術や AI・数理・

データサイエンス手法を理解し、それらを応用し国内外の複雑で多様化した諸課題を解決し、

次世代の持続社会の創成に取り組む国際通用性を兼ね備える高度職業人材の育成を目的として

いる。この目的を踏まえて、本専攻の課程修了に当たっては、全学で定めた大学院のディプロ

マ・ポリシーに基づいた能力を身に付けるとともに、所定の単位数を修得し、かつ、研究指導
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を受け、博士論文審査及び最終試験に合格した者に、その専門性に基づいて博士の学位を授与

する。 

 

＜先進学際科学専攻のディプロマ・ポリシーDP＞ 

A) 最先端の研究成果につながる農学又は工学に関する高度で専門的な知識や実験・計測技術を

幅広く身に付け、情報・デジタル技術や AI・数理・データサイエンス手法を応用した最先端

の研究や技術開発に必要な知識・技術を身に付けていること。 

B) 深い教養に加えて先端かつ高度な専門性を身に付け、社会の発展に寄与する強い意思と研究

意欲を有し、高度職業人材としての社会的使命を理解し、社会の一員として社会的責任を意

識し、高い倫理観を身に付けていること。 

C) 自らの専門分野において社会に求められる課題を設定する能力を有し、国内外の研究者や技

術者などと協働し、必要に応じて他分野へ展開しながら課題解決へと導くための学際性や多

面性と創造的リーダーシップ力を身に付けていること。 

D) 研究成果を発表するための資料作成方法や実験データの整理法を習得し、論理的な考察に基

づく実践的なプレゼンテーション能力を身に付け、グローバル人材として、相手の国籍・人

種・性別を問わず的確な質疑応答や議論ができるコミュニケーション能力及びそのために必

要な語学力を身に付けていること。 

 

１．５ 入学定員及び人材需要の見通し 

 先進学際科学専攻は３年の課程の博士後期課程であり、入学定員は 27 名と設定する。入学定員

の設定に当たり、先進学際科学府修士課程学生を対象とした大学院博士後期課程（博士課程）へ

の進学希望調査を実施（令和７年９月 24 日現在で回答があった学生は 104 名）した。その結果、

「博士後期課程に進学したい」学生は全体の約 19％（20 名）であり、そのうち「先進学際科学専

攻に進学したい、進学先の候補として検討したい」学生は約 90％（18 名）であった。 

このことに加え、現行の生物システム応用科学府博士後期課程においては、博士後期課程から

入学する社会人学生は過去５年平均で 3.4 名、留学生は過去５年平均で９名おり、高い水準とな

っている。このことから、先進学際科学専攻においても同様の比率を想定した場合には約 12.4 名

の学生が上記に加えて見込まれる（合計 30.4 名）。 

また、先進学際科学専攻が養成する人材のニーズについて確認するため、本学に対し求人を行

った企業を対象に調査を実施した（令和７年９月 24 日現在で、回答があったのは電気、化学、食

品、建設、コンサルティング等様々な業種の 86 社）。「情報・デジタル技術やデータサイエンスに

対する課題解決のための高度な専門性、リーダーシップ力」の必要性を尋ねた設問に、「必要であ

る」と回答した企業は全体の約 91％（77 社）であり、また「国際的なニーズを理解し、卓越した

コミュニケーション能力を活かして活躍できる力」の必要性を尋ねた設問に「必要である」と回

答した企業は 70％（59 社）であった。このことから、本専攻の教育内容、養成する人材像等につ

いての産業界からの期待を十分に確認することができた。  

以上の修士課程学生へのアンケート調査データ、既存専攻の入学者実績及び求人企業へのアン

ケート調査のデータを総合的に検討した結果、質を担保しつつ定員を充足することが可能である

と判断した。 

 

 

２．学府、専攻等の名称及び学位の名称 
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専攻の名称：先進学際科学専攻（Department of Advanced Interdisciplinary Science） 

先進学際科学専攻における学位は農学及び工学の分野にまたがっており、授与する学位に付

記する専攻分野の名称は、専攻の教育研究の趣旨に照らし、博士（農学）、博士（工学）、博士（応

用情報学）、博士（学術）とする。また、英語名称は、国際通用性の観点からそれぞれ Doctor of 

Philosophy in Agricultural Science、Doctor of Philosophy in Engineering、Doctor of Philosophy in 

Applied Informatics、Doctor of Philosophy とする。本専攻のカリキュラム・ポリシーに則って所

定の課程修了要件を満たした者に、その学修成果の内容に応じて上記いずれかの学位を授与す

る。授与する学位はコース会議を経て先進学際科学府教授会が承認することによって決定する。 

 

 

３．教育課程の編成の考え方及び特色 

３．１ 先進学際科学専攻 

生物機能に立脚したシステム科学に関する農工融合教育を基軸に、情報・デジタル及び AI・数理・

データサイエンスを取り入れた教育課程を編成する。本専攻では２つのコース（予測情報学コー

ス、融合科学コース）を設置する。予測情報学コースは、高度で革新的な計測‧情報‧デジタル技術

などの情報学領域を基盤とし、人工知能、機械学習、画像処理、情報通信などの分野に関連する

教育を行う。融合科学コースは、農学と工学の自然科学領域を基盤とし、エネルギーデバイス材

料、バイオマス資源、医療介護ロボット、土壌‧農薬開発などの分野に関連する教育を行う。 

教員は工学系と農学系の分野から構成され、特定の分野の知識・技能だけではなく、関連する

分野の基礎的な素養を養うとともに、学際的な分野への対応能力を含めた専門的知識を活用・応

用する能力を養う。専門科目は、融合教育を強化するため四学期制とし、１学期（春学期、1Q）・

３学期（秋学期、3Q）には専門の根底にある基礎的概念や考え方を身に付けることができる「専

門基礎科目」により学際的先端研究の計画、遂行能力を養うための高度な基礎科目を開講し、２

学期（夏学期、2Q）・４学期（冬学期、4Q）にはより専門性の高い「専門応用科目」により各専門

分野で先導的な研究の実施能力を養うため先端的科目をそれぞれ開講し、さまざまな分野で学部

～修士教育を受けてきた学生が幅広い分野の基礎的な素養を身に付けることができるようにする。 

 

３．２ カリキュラム・ポリシー 

＜先進学際科学専攻＞ 

世界的な視野に立った研究者に必要となる先端的な専門性と実践的な研究力ならびに学際性

を養成するため、分野交流科目及び専門融合・応用科目をバランスよく配置する。さらに、博士

論文研究を通した高度な研究力や課題解決能力を身に付けるための論文研究科目を配置し、先進

的かつ学際的な教育研究を実施できるカリキュラムとする。 

➢ 分野交流科目： DP の観点 B),C),D)に対応した実践的英語発表や国内外実習、海外留学を配置

することで、社会的使命を深く理解し、グローバル人材として社会に求められる課題を設定し

解決する能力を身に付けることができる。 

➢ 論文研究科目：主として指導教員の下で DP の観点 A）に対応する研究力を高めながら、DP の

観点 C),D)に対応するセミナー及び研究系の科目を配置している。 

➢ 専門基礎科目‧専門応用科目：コースごとに各分野における専門科目を配置し、DP の観点 A）

に対応する専門性や DPの観点 B)に対応する社会性を深く理解することにつながる科目から構

成される。 

 

学修成果を評価する方法：DP で定める能力を身に付けた研究者・技術者・教育者などの高度職業

人材を育成するために、講義科目の成績は試験、レポート等で評価する。授業科目の試験の成績
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は、S・A・B・C 及び D の５種類の評語をもって表し、S・A・B 及び C を合格とし、D を不合

格とする。合格した者には所定の単位を付与する。また、博士論文については、学位審査委員会

による論文審査及び最終試験を厳格に行う。 

 

 

カリキュラム・マップ 

科目区分 授業科目の名称 単位数 

DP の観点 

A B C D 

総
合
知 

啓
発
科
目 

尖
端
研
究
力

養
成
科
目 

研究倫理・安全教育発展 D 
0.5 

 〇   

分
野
交
流
科
目 

先進実践英語発表Ⅰ 1   〇 〇 

先進実践英語発表Ⅱ 1   〇 〇 

先進学際国内外実習 1  〇   

先進学際科学府特別講義 1   〇 〇 

論
文
研
究

科
目 

先進学際科学特別セミナー 2  〇 〇 〇 

先進学際科学特別研究 6 〇 〇 〇  

専
門
基
礎
科
目 

予
測
情
報
学
コ
ー
ス 

先進計測情報学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進農業環境予測学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進応用環境計測学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進数理生物情報学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進生命環境情報学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進人工知能応用特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進材料情報学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進統計数理情報学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進農業環境情報学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進微生物情報科学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進応用環境予測学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進分子構造情報学特論Ⅰ 1 〇 〇   

融
合
科
学
コ
ー
ス 

先進物質機能設計特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進エネルギー材料物性特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進エネルギー変換技術特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進環境物質分析特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進地盤環境学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進健康福祉センシング特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進エネルギーシステム工学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進健康福祉電気電子工学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進健康福祉ロボティクス特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進健康福祉バイオエレクトロニクス特論

Ⅰ 

1 〇 〇   

先進健康福祉コンピューティング特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進健康福祉知覚認知処理特論Ⅰ 1 〇 〇   
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先進 RNA 生物情報学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進食料資源機能創製特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進物質機能分析特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進物質機能制御特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進健康福祉データ駆動型制御特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進エネルギー材料設計特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進資源エネルギー工学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進食料資源安全科学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進生物環境応答特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進健康福祉システム工学特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進環境物質循環特論Ⅰ 1 〇 〇   

先進食料生産システム特論Ⅰ 1 〇 〇   

専
門
応
用
科
目 

予
測
情
報
学
コ
ー
ス 

先進計測情報学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進農業環境予測学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進応用環境計測学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進数理生物情報学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進生命環境情報学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進人工知能応用特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進材料情報学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進統計数理情報学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進農業環境情報学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進微生物情報科学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進応用環境予測学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進分子構造情報学特論Ⅱ 1 〇 〇   

融
合
科
学
コ
ー
ス 

先進物質機能設計特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進エネルギー材料物性特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進エネルギー変換技術特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進環境物質分析特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進地盤環境学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進健康福祉センシング特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進エネルギーシステム工学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進健康福祉電気電子工学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進健康福祉ロボティクス特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進健康福祉バイオエレクトロニクス特論

Ⅱ 

1 〇 〇   

先進健康福祉コンピューティング特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進健康福祉知覚認知処理特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進 RNA 生物情報学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進食料資源機能創製特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進物質機能分析特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進物質機能制御特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進健康福祉データ駆動型制御特論Ⅱ 1 〇 〇   
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先進エネルギー材料設計特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進資源エネルギー工学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進食料資源安全科学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進生物環境応答特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進健康福祉システム工学特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進環境物質循環特論Ⅱ 1 〇 〇   

先進食料生産システム特論Ⅱ 1 〇 〇   

 

 

４．教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

４．１ 先進学際科学専攻の履修方法に関する基本的な考え方 

① 分野交流科目を通じた実践英語教育 

国際的に通用する博士人材となるために、研究成果を第三者に正確に英語で表現できる技術を

身に付けさせることを目的として、語学教員や外国人教員の協力のもとに模擬国際会議を開催

して指導する。また、優れた英語論文を数多く学会発表した学生に対するきめ細かな英語表現

の個別指導を行い、国際的に評価される論文作成の能力の向上を図る。 

② 論文研究科目による尖端研究 

自身が所属する各コースの論文研究科目（特別セミナー及び特別研究）を通じて、それぞれの

コースにおける専門的な研究討論技術及び高度な専門的知見による実験研究手法を習得する

ことができる。 

③ 専門分野での融合教育 

融合教育を強化するため、１学期には、専門の根底にある基礎的概念、考え方を身に付けるこ

とができる「専門基礎科目」を、３学期にはより専門性の高い「専門基礎科目」をそれぞれ提

供し、さまざまな分野で学部～修士教育を受けてきた学生が幅広い分野の基礎的な素養を身に

付けることができるようにする。 

 

４．２ 先進学際科学専攻の履修指導・研究指導 

＜１年次１‧２学期＞ 

「分野交流科目」のうち「先進実践英語発表Ｉ」では主指導教員、副指導教員、ネイティブスピ

ーカー、留学生などを含めて、国際会議の（ポスターも含む）発表を想定した発表会を行う。説

明ならびに質疑応答を英語で行い、英語によるプレゼンテーション能力を高める。１‧２学期にそ

れぞれ開講される「専門基礎科目」及び「専門応用科目」については、１年次３学期まで一貫し

たコースワーク設計となるように主指導教員、副指導教員が指導し、学際的な研究分野に対応で

きる能力を身に付ける。必修科目である「論文研究科目」（通年）のうち、「先進学際科学特別セ

ミナー」では研究課題に関連した分野の論文調査研究、その総説としての取りまとめについて指

導し、研究課題の国際的な位置づけ、新規性、優位性、波及効果等に関して「研究計画発表会」を

実施し、指導教員及びそれ以外の教員を含めた指導・評価を行う。これらの評価で認められた場

合に、当該の単位を認定する。このときに最も適切な取得希望の学位の種類を選択するか方針を

確定する。「先進学際科学特別研究」では、主指導教員、副指導教員の指導の下で、それぞれの専

門分野に隣接する特定課題について文献調査及び研究テーマ分析を行わせて、幅広く対応できる

素養を身に付けさせる。 

＜１年次３‧４学期＞ 

「分野交流科目」のうち「先進実践英語発表Ⅱ」では国際会議などの場において英語で効果的な
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プレゼンテーションを行い、外国人研究者とコミュニケーションがとれることを目的として、主

指導教員、副指導教員が指導助言し演習を行い、実際に国際学会等で発表を行う。「専門基礎科目」、

「専門応用科目」については１年次３学期に設定したコースワーク設計に基づいて履修させる。 

＜２年次１‧２学期＞ 

１年次の「論文研究科目」の学習を踏まえて、学生の研究課題に即した研究指導を行い、学位論

文の具体的な推進を図る。主指導教員、副指導教員との議論、助言により学位論文作成への方向

性を明確化する。 

＜２年次３‧４学期＞ 

「論文研究科目」の学習・研究指導を踏まえて、最終的な研究計画を策定させ、主指導教員と副

指導教員より博士学位論文研究計画遂行のための研究指導を行う。研究の進捗状況について「博

士論文中間発表会」を実施し、主指導教員、副指導教員及びそれ以外の教員を含めた討論により、

学位論文の方向性を確認し、取得を目指す学位の種類を確定する。 

＜３年次１‧２学期＞ 

主指導教員、副指導教員の指導の下、博士後期課程の修了要件を満たす大学院学生が決定次第、

博士論文作成のための計画立案、研究遂行、論文作成の指導を行う。なお、学位論文の審査基準

については本学ウェブサイトにおいて周知を行っている。 

＜３年次３‧４学期＞ 

学位論文予備審査の資料を作成し、予備審査委員会による査読及び修正指導の審査を受ける。こ

こで、学位論文予備審査には、５名以上の審査委員を選定する。審査委員は、本専攻内の教員の

他、必要に応じて専攻外からの教員から構成する。なお、論文研究を指導した教員が審査委員主

査候補者として選出された場合は、その分野の特殊性や公平性についてコース長が説明し、教授

会で審議する。予備審査に合格した者は、学位論文審査願、学位論文及び関係書類を提出したう

えで、主指導教員、副指導教員の指導を受け研究を続行し、研究成果をもとに学位論文を作成す

る。また、審査委員会（予備審査委員会と同様に５名の教員で構成）を編成し、論文を中心にし

てこれに関連する科目の試験を行う。最終試験においては、学位論文の審査の他、英語プレゼン

テーション能力、コミュニケーション能力を審査の基準とする。審査委員会は審査結果を専攻長

を経由して教授会へ報告し、審議の結果認められた者は、博士後期課程を修了するとともに、博

士の学位が授与される。 

 

４．３ 先進学際科学専攻の修了要件 

当該課程に３年以上在学し、必修科目を含め 12.5 単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受

けたうえで、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。ただし、在学期間に関しては、特に

優れた研究業績を上げた者については、当該課程に３年（修士課程又は博士前期課程における在

学期間(当該課程に標準修業年限以上在学し修了した者にあっては２年、当該課程を２年未満の在

学期間をもって修了した者にあっては当該在学期間)を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

なお、教育上有益と認めるときは、他の大学院の授業科目の履修を認め、本専攻が指定する範囲

内で、本専攻の修了に要する単位数に算入することができるものとする。 

 

４．４ 研究の倫理審査体制 

本専攻における研究内容の倫理性について確認を行う体制を、本学府内で合議の上構築する。

研究実施に当たっての倫理審査は、原則として東京農工大学の規定に従い行う。倫理審査委員会

等への届出内容等については学府長と共有・管理を行い、研究計画書、倫理審査申請書等を作成

する前に研究倫理等の重要性を学んだ上で作成に当たる。なお、倫理違反が判明した場合は、直

ー設置等の趣旨（本文）ー9ー



 

 

 

ちに研究を中止するとともに、倫理審査委員会の管理下において被害を調査し、適切に対処する。 

本学は、「東京農工大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」を制定し、

これに基づき、本学に所属する教員、研究員、技術職員、事務職員、研究生、大学院生、学部学生

など研究に携わるすべての者（以下「本学研究者等」という。）が尊重すべき事項を示し、「東京

農工大学憲章」、「東京農工大学研究者行動規範」及び「東京農工大学研究者等の倫理に関するガ

イドライン」に基づいて、本学研究者等の活動の信頼性と公正性とを高めることを目的として定

めている。  

また、人を対象とする研究の計画及び実施に関し、「国立大学法人東京農工大学人を対象とする

研究の実施に関する規程」を制定し、本学研究者等に対し、人を対象とする研究を計画・実施す

る場合は、事前に研究倫理審査事務局に倫理審査を受けることを義務付けている。  

これらの情報は、本学ウェブサイトに掲載することで周知している。また、本学では、高い倫理

観を持って公益性、透明性、国際性のある尖端研究を遂行し社会に展開するための養成科目とし

て、研究倫理に関する教養科目を必修としていることに加え、本学研究者等を対象とした定期的

な倫理講習会の開催、APRIN e ラーニングプログラム（eAPRIN）による研究倫理教育の受講を義

務付けている。 

 

 

５．基礎となる博士前期課程との関係 

令和７年４月から「先進学際科学府 先進学際科学専攻」（修士課程）を設置しており、今回の

博士課程（博士後期課程）の設置に際しては、同学府の先進学際科学専攻（修士課程）を先進学

際科学専攻（博士前期課程）へ課程変更を行い、博士前期課程から博士後期課程への一貫した教

育体制の構築を行う。 

本学の農学・工学の自然科学領域を基盤に、高度で革新的な計測・情報・デジタル技術を融合

した新たな教育理念のもとで幅広い分野の教育研究活動を行う。 

 

 

６．多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる場合  

新型コロナウイルスの感染拡大の折に習得したノウハウを活かし、ＴＶ会議システム等のオン

ラインツールを活用した同時双方向型及びオンデマンド型の授業形式や、ICT 設備を備えた講義

室を使用し、対面授業と同時双方向型授業のハイブリッド開講など、対面授業を主として開講す

るものの、多様な学生のニーズに対応可能な体制が整っており、これらを最大限に活かしていく。

キャンパスが分かれることのデメリットを最小とし、同時双方向型講義のシームレスなオンライ

ン接続を可能とするため、講義室等に設置された既存のシステムを使用する。 

 

 

７．「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施 

７．１ 標準修業年限 

 標準修業年限は３年とする。 

 

７．２ 履修指導及び研究指導の方法 

 研究指導教員は、履修計画について個別に学生の相談に応じ、随時面談等により指導・助言を

行う。社会人学生など教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又
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は時期において、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う。 

研究指導においては、主指導教員に加えて副指導教員１名を配置し、研究指導体制の充実を図

り、博士論文完成までの一貫した指導を行う。入学時において、学生と研究指導教員との間で個

別に相談の上、履修スケジュールを策定した上で研究指導を行うこととする。 

 

７．３ 授業の実施方法 

 教育方法の特例による履修を希望する学生については、研究指導教員が相談に応じ、夜間や休

日等の特定の時間において履修計画に支障がないよう便宜を図る。 

 

７．４ 教員の負担の程度 

 夜間、休日開講等の特例措置の授業を担当する教員については、専門業務型裁量労働制の適用

に基づき、過剰な負担が生じないよう調整を行う。 

 

７．５ 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配置 

 学生が利用する府中図書館及び小金井図書館の開館時間は、平日 8 時 45 分から 21 時まで、土

曜日は 10時から 17 時（府中図書館）、12時 30 分から 19 時 30分（小金井図書館）、日曜日は 13

時から 17時まで開館しており、社会人学生の就学を支援する体制が整っている。情報処理施設で

ある総合情報メディアセンターは、府中サービスデスク、小金井サービスデスクを設置しており、

平日 10 時から 17 時まで対応している。食堂、書籍販売等の福利施設も府中及び小金井キャンパ

スにおいて営業されている。 

 

７．６ 入学者選抜の概要 

 入学者選抜の概要については、「８．入学者選抜の概要」のとおりである。 

 

７．７ 必要とされる分野であること 

 本大学院は、計測科学、計算科学、データ科学を三位一体として連携・融合した分野の教育・

研究により現代の新たな社会課題に対して新しい知の創造へと導くことのできるグローバル高度

職業人材を育成することを目的としている。「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画

2025年改訂版 （R７.6.13閣議決定）」等の政府文書において、産学官連携を通じた博士人材等の

活躍促進やＡＩ・データの専門家を含むデジタル人材育成の重要性について示されており、本大

学院において育成する人材像と一致している。 

 

７．８ 大学院を専ら担当する専任教員を配置するなどの教員組織の整備状況 

 本専攻は、農学研究院及び工学研究院等より選抜された工学系と農学系の分野の教員 35名から

構成される。学際分野での国際的に認められる業績を有する教員で構成し、カリキュラムの運用

は農学又は工学の専門分野に基盤を置きながら、新たに情報分野を取り込んだ先進的な学際領域

の創生に取り組める体制としている。本専攻を専ら担当とする専任教員の配置はないが、学生１

人につき、本専攻の主指導教員１名と副指導教員１名を配置し、先進性や学際性の富んだ研究の

実施に向けて副指導教員については指導資格の審査を前提に、他学府の専任教員でも担当できる

ような研究指導体制を整える。 
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８．入学者選抜の概要 

先進学際科学専攻の入学定員は 27 名とし、各コースの募集人員は以下のとおりである。本学の

大学院博士前期課程を修了した者に加え、他大学の大学院修了者等を対象とした一般入試を実施

し、公的研究機関、民間企業等で研究活動に従事した経験のある者を対象とした社会人特別選抜

や、外国人留学生を対象とした選抜を実施し、社会人や外国人留学生等を広く受け入れる。なお、

入学時期は４月及び 10 月とする。 

• 予測情報学コース 5 名 

• 融合科学コース 22 名 

 

８．１ 先進学際科学専攻が求める学生像（アドミッション・ポリシー） 

本専攻の養成する人材像及び教育課程での学修において求められる資質、素養、能力等は、以

下のとおりである。 

• 専門分野における修士レベルの学力を有し、関連する知識や技術を習得しており、複数の

学問分野の視点や方法論に基づき学際的な専門的知識や技術の習得に対して意欲がある者 

• 自身の専門分野に関連する高度な最新情報・デジタル・数理技術に関する知識・技術を習

得することに意欲がある者 

• 現代社会の複雑な問題について理解し、その中から様々な課題を自ら提案し、その解決に

必要な交渉力や思考力、協働学習能力や折衝力･検証能力を身に付け、解決へと導く能力の

習得に意欲を持つ者 

• 学術界や産業界における国際的なニーズの潮流を理解し、卓越したコミュニケーション力に

より国際社会で活躍するために必要な基本的な語学力（英語力）を持つ者 

 

８．２ 入学者選抜の実施について 

（１）一般選抜 

 高度な専門的・学際的知識の習得と知の開拓に強い意志を有し、最新の科学技術の展開に関心

を持ちつつ、実践的に行動する意欲を持った学生を国内外から広く受け入れるための選抜として、

学力検査（筆答及び口述）により「関心・意欲」「知識・技能・理解」「思考力・判断力・表現力」

「主体性・協働性」に加えて英語によるコミュニケーション力（外部テストのスコア又は出身大

学の成績）などを総合的に評価する。 

ただし、筆答試験免除を志望する者に対しては、口述試験と出身大学の成績証明書の両方を総

合して評価する。 

 

（２）社会人特別選抜 

 研究機関、民間企業等で研究活動に従事した経験のある者を対象として、高度な専門的・学際

的知識の習得と知の開拓に強い意志を有し、最新の科学技術の展開に関心を持ちつつ、実践的に

行動する意欲を持った学生を選抜する。そのために専門科目について学力検査（筆答試験及び口

述試験）を課す。ただし、成績優秀で筆答試験によらずとも十分な学力があると判断できる者に

は、筆答試験を免除し、提出書類と口述試験を総合して選抜を行う場合がある。  

なお、大学院設置基準第 14 条に基づく教育方法の特例を適用し、その教育は夜間その他特定の

時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の社会人学生に合わせた措置をとる。 

 

（３）留学生特別選抜 

 外国人留学生を対象として、高度な専門的・学際的知識の習得と知の開拓に強い意志を有し、
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最新の科学技術の展開に関心を持ちつつ、実践的に行動する意欲を持った学生を選抜する。その

ために、これまでの研究成果と研究業績及びこれからの研究計画に関する申請書類に基づく書類

選考と専門科目に関する口述試験を課す。  

なお、外国に在住・在学する者で受験するために来日が困難な場合は、遠隔会議システムなど

を用いた口述試験を実施する。 

 

 

９．教員研究実施組織の編成の考え方及び特色 

９．１ 教員組織の編成 

 本学府先進学際科学専攻の教員群は、農学研究院、工学研究院等より選抜された教員 35名（教

授 20名、准教授 14名、講師１名）から構成する。本専攻では２つのコース（予測情報学コース、

融合科学コース）を設置し、教員は工学系と農学系の分野から構成される。 

すべての教員が農学、工学又は関連分野での博士号を有し、学際分野での国際的に認められる

業績を有する教員で構成する。本学専任教員が主体となってカリキュラムを運用し、農学又は工

学の専門分野に基盤を置きながら、新たに情報分野を取り込んだ先進的な学際領域の創生に取り

組める体制とする。 

なお、本専攻の専任教員は農学研究院、工学研究院等を本務先としており、教員の所在地は府

中キャンパス又は小金井キャンパスとなる。また、所属学生も指導教員の所在地に応じて、いず

れかのキャンパスの研究室にて研究活動に取り組む。教員及び学生が両キャンパスへ分散するも

のの、履修や研究指導に不都合が生じないように、時間割作成時に配慮（例えば、ある曜日は府

中キャンパスのみの開講）をする。また、多くの教員が小金井キャンパスに所在するとともに、

事務組織も現行の生物システム応用科学府事務室が引き継ぐこととなるため小金井キャンパスに

常駐する。一方で、府中キャンパス内に本学府のサテライトオフィスとして事務室、講義室を用

意している。事務室には事務職員を常駐させ、オンラインによる会議や研究指導、講義を滞りな

く実施するための環境整備を行う。本専攻では、キャンパスが異なることによる教員や学生の負

担をより軽減するとともに、キャンパス間で格差が生じないための対応をとる。小金井キャンパ

スにも、府中キャンパスを主たる所在とする学生及び教員が自由に利用できるサテライトオフィ

スを用意する。本専攻設置にあたって、両キャンパスにおいて本学府所属の教員・学生が不便を

感じることなく行き来しながら教育・研究に取り組めるように、大学として全面的にサポートし

責任をもって整備をする。 

 

９．２ 教員組織の特色 

 農学府・工学府の２学府を有し、農学又は工学分野において基礎研究だけでなく応用研究でも

先端の実績を有する東京農工大学の強みを先進学際科学府に結集する。そして、本専攻での教育・

研究資源を最大限発揮させるため、多様性を持ち、かつ求心力のある教育組織を編成する。主な

特徴は以下のとおりである。 

・本専攻の教育体制は、先進学際科学府の教育研究の発展に貢献することができる計 35 名の教

員から構成される。高度専門職業人材育成の意義を十分理解し、AI・数理・データサイエン

ス教育の充実など新たな教育プログラムの実施・発展に意欲を持つ教員で組織される。  

・本専攻は先進学際科学府内の独立専攻であるものの、教員所属の母体である農学研究院、工

学研究院及び農学府・工学府と緊密な連携をとりつつ運営する。 

・博士論文研究を実施する上で、本専攻の専任教員が主指導教員となり、副指導教員１名を配

置する。先進性や学際性の富んだ研究の実施に向けて、副指導教員については指導資格の審
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査を前提に、他学府の専任教員でも担当できるような研究指導体制を整える。 

 

９．３ 教員の年齢構成 

 本専攻に参画する専任教員 35 名の内訳は、工学系 21 名、農学系 14 名で、そのうち教授が 20

名である。  

学年進行終了時の令和 12 年３月時点における専任教員 33 名の平均年齢は約 50 歳で、年齢構成

は 30 代 3 名、40 代 10 名、50 代 17 名、60 代が 3 名となっている。中途退職等に伴う欠員が生じ

た場合については、学内の所定の手続きを経て全学的な人事計画に沿いながら、先進学際科学専

攻の教育・研究に支障が生じないように速やかに後任人事を進める。 

 

 

10．研究の実施についての考え方、体制、取組 

 本専攻では、学際分野における研究力強化に向けた取組を進める。教員は研究組織である農学

研究院又は工学研究院を本務とし本専攻を兼務する。教員は、先進的な研究活動を推進し、その

成果を国際的に発信している。研究力向上のために最先端の研究設備等のインフラ整備は全学的

に取り組んでおり、技術職員の適切な配置により、部局を超えた全学的な技術支援や技術協力の

取組を行っている。学内の先端産学連携研究推進センターとの連携により産学連携の推進や教員

個々の研究成果の産業応用に向けたリサーチアドミニストレーター（URA）によるサポート体制

の構築など、研究環境の整備が進められている。加えて、平成 28 年に学内に設置したグローバル

イノベーション研究院（GIR）において、海外の国際研究拠点や連携大学との国際共同研究の推進

が図れる環境も整備している。本専攻の専任教員の中にも GIR を兼務し、国際共同研究拠点を形

成し、先進的な研究成果の創出に取り組んでいる者もいる。 

こういった全学的な研究力強化に向けた取組により、大学院における教育と研究に重点を置く

研究大学である本学の所属教員の研究レベルは、国際的に高く評価されている。GIR では著名外

国人研究者を招聘し、各研究分野での最先端研究に関する各種セミナーを実施しており、学生は

セミナーを聴講しレポート等の課題を実施した場合に単位を得ることができるようなカリキュラ

ムも導入する。  

  本専攻では国際的に評価の高い研究力を持つ教員を配置し、大学院博士課程の教育に取り組む

体制とする。博士論文研究を実施する上で、「先進学際科学特別セミナー」及び「先進学際科学特

別研究」を必修とし、本専攻の専任教員が主指導教員となり、副指導教員１名を配置する。先進

性や学際性の富んだ研究の実施に向けて、副指導教員については指導資格の審査を前提に、他学

府の専任教員でも担当できるような研究指導体制を整える。異なる分野で高い研究力を持つ教員

が学生の指導を通じ共同研究を実施することで、新たな学際研究分野を創出につながることが期

待される。 

  本専攻の強みの一つは、農学、工学のいずれかを基盤に持ち、応用情報学を組み合わせた学際

研究を推進している教員集団であることであり、研究活動を通した相互コミュニケーションによ

る相乗効果で研究力強化が期待できる。専攻に所属する学生の研究分野に対する理解を深めると

同時に、自分の研究との関連について考察し、学際的な視点を涵養することができる。 
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11．施設、設備等の整備計画 

11．１ 校舎等施設 

本専攻に在籍する学生は、所属コースによらず、本学小金井・府中両キャンパス全ての施設・

設備を利用できるため、教育環境と資源を共有することが可能となり、教育の充実が図られる。  

府中キャンパスの研究講義棟には、講義室 35 室、演習室 39 室、研究室 259 室が設置されて

おり、小金井キャンパスの研究講義棟には講義室 51 室、演習室 28 室、研究室 478 室が設置され

ている。  

教員の研究室は延床面積 5,840 ㎡で、専門分野ごとに研究室を近接させている。また教員個人

の研究室とは別に共同研究室を設置して、教育研究活動の円滑な実施に配慮している。  

大学院生の自習室として、院生研究室が整備されており、平日は８時から 23 時まで、土日は８

時から 20 時まで利用することが可能な体制となっている。  

本専攻の講義室、実験・演習室については、既存の講義室等の活用及び一部施設の改修を行う

ことで対応可能である。また、学生の自習室等については、これまでも多数の大学院生を受け入

れていることから、既存の自習室等を活用することで十分に対応可能である。さらに、建物内に

は有線、無線の LAN 環境が整備されており、大学の ID を使って常時インターネットに接続する

ことができる。学内公衆無線 LAN アクセスネットワークは、学内全ての講義教室をカバーしてお

り、このことにより、講義及び自習でネットワークを自由に利用することが可能である。 

 

11．２ 図書資料及び図書館の整備  

本専攻に在籍する学生は、所属コースによらず、本学の図書館サービスを享受することができ

る。  

本学では、府中及び小金井キャンパスに図書館を有している。両図書館では、各キャンパスに

配置している学部及び大学院の学術分野における図書及び雑誌類を中心に体系的に収集整備し、

利用者に提供している。  

蔵書は、府中及び小金井図書館合わせて約 52 万冊（うち、外国書約 173,000 冊）、学術雑誌約

14,000 種類、電子ジャーナルでは ScienceDirect（Elsevier）、SpringerLink（Springer Nature）、Wiley 

Online library、Science、Nature、Taylor&Francis（S&T パッケージ）、BioOne Complete など、約 25,000

種類を有している。規模は、府中図書館が 352 席（床面積 3,428 ㎡）、小金井図書館 528 席（床

面積 3,479 ㎡）である。また、OPAC システムが稼働しており、全学の所蔵図書の検索を迅速に

行うことができる。 

府中図書館では、2 階部分を「コモンズエリア（自由に議論しながら研究・学習する空間）」、1

階部分を「静寂エリア（集中して静かに研究・学習する空間）」として目的別に位置づけしている。

小金井図書館では、北棟 3 階を無線 LAN やホワイトボードを備えた自由なディスカッションスペ

ース「オープングループワークスペース」としており、その他両図書館において個人用ワークブ

ースを設置するなど、グループ学習や個人向けの学習に適した多様なニーズに合わせた環境や設

備を提供している。  

なお、両図書館では、学生の自立的学習を促すための教育支援、及び研究者に対する学術情報

提供等による研究支援を行うため、開架方式による閲覧、貸出、返却、ILL（文献複写・相互貸借）

のほか、新入生向け図書館オリエンテーション、大学院生を対象とした文献検索オリエンテーシ

ョンを実施、図書・雑誌の購入のほか、電子ジャーナルやデータベース等の電子資料等の精査充

実も進めている。 
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11．３ 遠隔講義システムの導入状況  

本学では府中キャンパス、小金井キャンパスの多くの講義室等に遠隔講義システムを導入して

おり、当該システムを利用することにより支障なく遠隔講義を実施することが可能である。その

ほか、全学ライセンスにより Zoom や Teams の有料版の利用が可能で、すべての教室の整備され

た無線 LAN 環境によりオンデマンド視聴、ライブ配信が可能である。 

 

 

12．２以上の校地において教育を行う場合 

本専攻の授業は、小金井キャンパス（東京都小金井市）及び府中キャンパス（東京都府中市）

において実施する。本専攻を担当する専任教員 35 名のうち 29 名は小金井キャンパス、６名は府

中キャンパスを教育研究活動の拠点としている。各キャンパスの間は、公共交通機関を利用して

約 40 分程度、自動車や自転車を利用して約 20 分程度の距離があるが、学生に関しては予測情報

学コースの一部の学生（８名程度）が府中キャンパス、それ以外の学生は小金井キャンパスを拠

点に学修を行う。  

  専攻共通科目等、全学生が一堂に会する授業を実施する場合は、本学独自で整備した TV 会議

システムや ICT 設備がある講義室等を活用し、キャンパス間で同時に双方向授業やハイブリッド

授業を実施する。対面授業の方がより教育効果の高い授業と判断される場合には、教員や学生の

移動時間を考慮した授業間隔を確保するように時間割を工夫し、履修に支障が生じないよう配慮

する。これにより、学生の履修における支障は生じないものと考えられるが、万が一、支障が生

じる場合には、その都度、個別に対応する。なお、両キャンパスにおいて本専攻所属の教員・学

生が不便を感じることなく行き来しながら教育・研究に取り組める体制を、大学として全面的に

サポートし責任をもって整備する 

 

 

13．管理運営 

13．１ 学府ガバナンスの基本方針 

東京農工大学は、20世紀の社会と科学技術が顕在化させた「持続発展可能な社会の実現」に向

けた課題を正面から受け止め、農学、工学及びその融合領域における自由な発想に基づく教育研

究を通して、世界の平和と社会や自然環境と調和した科学技術の進展に貢献する。さらに、社会

課題解決とその実現を担う人材の育成と知の創造に邁進することを基本理念とする。 

先進学際科学府は、この基本理念を踏まえ、高い自主性と倫理性を兼ね備えた高度職業人材を

養成することを目的としており、先進学際科学府の業務を掌理する学府長については、学長が、

学府から原則として２人以上の学府長候補者の推薦を受け、面接により選考の上、任命する。さ

らには、学府を構成する教員から選ばれた１名が副府長として学府長をサポートし、先進学際科

学府選出の教育研究評議員となる。 

 

13．２ 教授会及び運営委員会 

先進学際科学府では、教授会（学府長、副府長、専任教員から構成）を定期的に開催し、教育研

究に関する重要事項を審議する。具体的には、教育課程の編成に関する事項、学生の入学、課程

の修了に関する事項及び学位の授与に関して意見を述べるとともに、学生の在籍に関する事項（入

学及び課程の修了に関する事項を除く。）、学生生活に関する重要事項等に関する審議を行ってい

ー設置等の趣旨（本文）ー16ー



 

 

 

る。  

また、教授会の運営を円滑に行うため、学府長、副府長、コースから選出された者を構成員とす

る運営委員会を定期的に開催し、教授会からの委任事項等について本運営委員会において審議、

決定する。 

 

13．３ 常設委員会 

 先進学際科学府の恒常的な業務を円滑に処理するため、常設委員会として、学務委員会、入学

試験実施委員会を置く。 

学務委員会では、教育課程の編成に関する事項、授業科目の設置等に関する事項、授業時間割

の編成及びその運用に関する事項、学生の学籍異動等に関する事項、学生の修学指導、成績及び

修了に関する事項、その他教授会又は運営委員会から委託された事項等を審議する。 

入学試験実施委員会では、学生募集要項に関する事項、入学試験の実施方法に関する事項、入

学試験の問題及び答案の取扱いに関する事項等を審議する。 

 

 

14．自己点検・評価 

14．１ 全学の自己点検・評価 

 本学では、全学的な自己点検・評価について、東京農工大学学則第 12 条において、「本学は、

その教育研究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備

の状況について自ら点検及び評価を行うとともに、教育内容及び教育方法の改善について組織的

に取り組み、その結果を公表するものとする」こと、及び東京農工大学組織運営規則第 17 条で役

員会を置くこと、第 21 条で大学経営戦略会議を置くこと、第 21 条の 2 で役員会及び大学経営戦

略会議の下に全学計画評価委員会を置くことを定め、全学計画評価委員会において東京農工大学

大学評価実施規程に基づき教育研究等の状況に係る自己点検・評価を実施している。  

全学計画評価委員会には、教育・学生生活委員会、入学試験委員会、研究推進委員会、国際交

流委員会、広報・社会貢献委員会、大学情報委員会、環境・安全衛生委員会、施設整備委員会、図

書館商議会の９つの全学委員会を置き、自己点検・評価等の大学評価に対応している。  

このほか、部局等において、教員の業績評価を行っており、その評価結果を全学的に審議・承

認する機関として教員評価機構を設置している。 

 

14．２ 評価項目及び実施方法 

 本学では、全学計画評価委員会において、 中期目標・中期計画に関する自己点検・評価として、

年度計画（アクションプラン）の策定と取組状況の確認及び進捗の公表（アクションレコード）

を毎年度、実施している。 

また、教育研究水準の向上に資するため、東京農工大学自己点検・評価実施細則を定め、学生

の受入、学生支援、施設整備、教育課程と学修成果に関する自己点検・評価を、全学計画評価委

員会において、毎年度実施している。 

認証評価については、機関別認証評価を直近では令和２年度に受審しており、全学自己点検・

評価小委員会において、認証評価項目に沿った自己点検・評価を実施し、「自己評価書」として取

りまとめた。また、経営系専門職大学院の認証評価を令和６年度に、分野別認証評価として獣医

学教育の認証評価を令和３年度に受審しており、それぞれの部局で自己点検・評価を実施してい

る。   
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このほか、毎年度、常勤教員を対象とした教員業績評価を実施している。教育、研究、社会貢

献・国際交流、管理運営の各領域の諸活動について、部局等において教員の諸活動に対する評価

（教員業績評価）を実施し、部局等の評価が適切に行われているか、教員評価機構において評価

結果を審議・承認している。 

 

14．３ 評価結果の活用・公表 

 本学では、東京農工大学大学評価実施規程に基づき、上記の方法で実施した自己点検・評価に

ついて、その報告書及び評価結果を、本学公式ホームページ等で公表している。 

 

 

15．情報の公表 

15．１ 大学としての情報提供 

 本学の公式ホームページ（以下「大学 WEB ページ」という。）において、大学憲章、中期目標、

中期計画及び大学が目指す方向性を発信しているとともに、カリキュラム、シラバス、学則等の

各規則や入学定員、学生数、教員数等の大学の基本情報を公開している。具体的な公表項目の内

容と公開している大学 WEB ページのアドレスは次のとおりである。 

   

(1)大学 WEB ページを活用した情報提供 

       https://www.tuat.ac.jp/   

    ①ニュース 

    ②イベント情報 

    ③各学部及び大学院 

    ④入試情報 

    ⑤学生生活 

   

(2)教育研究活動等の状況に関する情報の提供 

     （学校教育法施行規則第 172 条の２による） 

①大学憲章、教育研究上の目的 

    http://www.tuat.ac.jp/outline/overview/daigakukensho/   

  ②組織 

    http://www.tuat.ac.jp/outline/overview/organization/kikouzu/   

  ③学位授与方針 （博士課程） 

    https://www.tuat.ac.jp/outline/overview/policy/graduate_school.html   

④教育課程編成・実施の方針（博士課程） 

    https://www.tuat.ac.jp/outline/overview/policy/graduate_school.html  

⑤入学者受入方針 

    https://www.tuat.ac.jp/admission/nyushi_daigakuin/admission_policy/   

  ⑥シラバス 

    http://www.tuat.ac.jp/campuslife_career/campuslife/course/syllabus/   

   

(3)大学運営情報 

     http://www.tuat.ac.jp/outline/   

ー設置等の趣旨（本文）ー18ー



 

 

 

   ①財務情報 

    http://www.tuat.ac.jp/outline/jyouhoukoukai/houjin/zaimu/   

   ②認証評価情報 

    http://www.tuat.ac.jp/outline/kei_hyou/ninsyouhyouka1/   

   ③研究者行動規範 

    http://www.tuat.ac.jp/outline/overview/koudokihan/   

   ④教員評価 

    http://www.tuat.ac.jp/outline/kei_hyou/kyouinhyouka/   

   ⑤大学評価情報 

    http://www.tuat.ac.jp/outline/kei_hyou/daigakuhyouka/   

   ⑥議事録 

   ・役員会 

    https://www.tuat.ac.jp/outline/overview/organization/r7_giji/yakuin/   

   ・教育研究評議会 

    https://www.tuat.ac.jp/outline/overview/organization/r7_giji/hyougikai/   

   ・経営協議会 

    https://www.tuat.ac.jp/outline/overview/organization/r7_giji/keikyou/   

    

（4）卒業生の進路情報 

    https://www.tuat.ac.jp/campuslife_career/career/sinro/syusyokujoukyo/   

    

(5)キャンパスライフ 

    http://www.tuat.ac.jp/campuslife_career/   

   （授業・履修、大学生活、学費・経済支援・就学支援、学務情報、サークル・ボランティア 活

動、就職・留学、等）   

   

(6)各学府・研究科の Web ページ情報（学位論文に係る評価に基準についても掲載） 

http://www.tuat.ac.jp/department/   

   

(7)センター附属施設等 Web ページによる教育研究等の情報提供 

    http://www.tuat.ac.jp/outline/facility/ 

 

 

16．教育内容等の改善のための組織的な研修等 

 東京農工大学において、既に全学的に行われている学生及び教職員自身による授業評価 FD（フ

ァカルティ・ディベロップメント）研修会に参画し、授業内容の改善を図る。本専攻設置後も、

従前と同様の授業改善プログラムを継続していく。本学では、教員資質の向上のため、既に大学

全体及び学府として実施していく FD の活動内容とその結果を効果的に教育の質向上のために活

用している。これまでの FD に関する取組内容を共有管理・相互公開し、教員資質の維持向上に

努めることとする。具体的には、以下の事項等について推進していく。 

教育の質の向上のための取組として、シラバスの作成や授業アンケート調査を実施するとともに、

実施している取組等を積極的に取り入れ、学府の下で教育の質の向上及び改善のための PDCA シ

ー設置等の趣旨（本文）ー19ー



 

 

 

ステムの構築に取り組む。 

研究能力の質の向上の取組として、教員は研究組織である研究院に配置されており、研究院での

先進的研究を推進している。その研究力向上のために、最先端の研究設備等のインフラを整備し、

国際的拠点として研究発信する環境を整えている。また、研究成果の産業応用の推進においては、

学内に設置した先端産学連携研究推進センターとの連携により、教員個々の研究成果が大学の知

的財産として産業応用されるシステムを運営している。さらに、平成 28 年に学内に設置したグロ

ーバルイノベーション研究院において、海外の国際研究拠点や連携大学との国際共同研究の推進

が図れる環境も整備している。これらの取組により、本学は大学院における教育と研究に重点を

置く研究基軸大学として、所属教員の研究レベルは国際的に高く評価されている。 

また、職員に必要な知識・技能を習得させるためとともに、必要な能力及び資質を向上させるた

めの研修として、以下に掲げる研修を実施し、他機関で開催される研修にも参加している。 

（1）階層別（西東京地区国立大学法人、一般社団法人国立大学協会等）初任職員研修、中堅職員

研修、国大協係長研修、国大協部課長研修  

（2）階層別（学内）新任教職員研修、学内事務職員（係長）研修、学内事務職員（主任・係員）

研修  

（3）目的別パソコン研修、人事評価制度評価者研修、多面評価研修、メンタルヘルス研修、ハラ

スメント防止研修 

（4）専門別学内英語研修、会計研修、契約事務研修、国大協会計事務研修、放送大学受講研修、

他機関等の研修（人事関係の各種研修）、内閣府主催イェール大学プログラム 
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学生確保に関するアンケート調査 
 

 

学際専攻に関するアンケート調査を令和７年７月～９月に実施した。対象者は先進学際科学

府修士課程に所属する１年生とした。 

 

 アンケート対象者： 

所属 専攻 学年 人数 

先進学際科学府 先進学際科学専攻 １ 112 

 

アンケート調査を実施（令和７年９月24日現在で回答があった学生は104名 ）した結果、

「博士後期課程に進学したい」学生は全体の約19％（20人）であった。（図１） 

 

 
図１ 博士後期課程に進学したい学生の割合 

 

 

20名の進学希望者のうち、「先進学際科学専攻に関心がある」、「ある程度関心がある」

学生は約95％（19人）であった。（図２） 

 

 

 
図２ 進学希望者のうち先進学際科学府に興味がある学生の割合 

81%

9%

10%

大学院博士（博士後期）課程への進学についてお聞きします。

９．あなたは（東京農工大学に限らず）大学院博士（博士後期）課程に進

学したいと思いますか？

進学したいとは思わない 進学したいと思う 進学する方向で検討中

20%

75%

5%

１０．先進学際科学府（博士後期課程）の構想について伺います。

考えを聞かせてください。 [先進学際科学専攻について]

ある程度関心がある 関心がある 関心がない

進学したい：9% 

進学を検討中：10% 

合計：19%（104名中20名） 

関心がある：75% 

ある程度ある：20% 

合計：95%（20名中19名） 
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なお、20名の進学希望者のうち、先進学際科学専攻と共同先進健康科学専攻のどちらをより

希望するかという設問では、先進学際科学専攻を選択した学生が約90%（18人）であった。（図

３） 

 
図３ 先進学際科学府のどちらの専攻を希望するかの割合 

 

当該設問への回答における進学希望者18人のうち、現在「予測情報学コース（修士課程）」

に所属する回答者は４名であった。 

 

 

 

人材需要に関するアンケート調査等 

 
学際専攻が養成する人材のニーズについて確認するため、企業を対象にアンケート調査を

令和７年７月～９月に実施した（令和７年９月24日現在で、回答があったのは電気、化学、

食品、建設、コンサルティング等様々な業種の86社）。 

 

「先進学際科学専攻を修了した学生を希望する」、及び「どちらも（先進学際科学専攻及

び共同先進健康科学専攻）希望する」を合わせた回答数は全体の93%（80社）にあたる。（図

４） 

 
図４ 先進学際科学府の修了者を採用したいかどうかの割合 

 

 

10%

90%

１２．先進学際科学府の、どちらの専攻に進学したい、あるいは興味が

ありますか？

共同先進健康科学専攻 先進学際科学専攻

4%

36%

57%

3%

貴社・貴団体はこれらの人材を採用したいと思いますか。

共同先進健康科学専攻を修了した学生 先進学際科学専攻を修了した学生

どちらも希望する 希望しない

先進学際科学専攻：90% 

（20名中18名） 

先進学際科学専攻を修了した学生

を希望：36%（31社） 

 

どちらも希望：57%（49社） 

 

合計：93%（80社） 
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「情報・デジタル技術やデータサイエンスに対する課題解決のためのリーダーシップ力」

の必要性を尋ねた設問（図５）に、「期待する」と回答した企業は全体の約87％（75社）、

また「高度な専門性を身に付け、社会の発展に寄与する強い意思と研究意欲を有する力」が

必要であるかを尋ねた設問に、「期待する」と回答した企業は90％（78社）である。このこ

とから、専攻の教育内容、養成する人材像等についての産業界からの期待を十分に確認する

ことができた。 

 

 
図５ 先進学際科学府の修了者にどのような知識や能力を期待するか 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

情報・デジタル技術やデータサイエンスに対する課題

解決のためのリーダーシップ力

高度な専門性を身に付け、社会の発展に寄与する強い

意思と研究意欲を有する力

国際的なニーズを理解し、卓越したコミュニケーショ

ン能力を活かして活躍できる力

バイオテクノロジー・創薬・医科学等に関する高度専

門的スキル

バイオテクノロジー・創薬・医科学等の社会実装に向

けたリーダーとしての能力

健康科学・分子生物学・遺伝子工学等に関する専門的

スキル

健康科学・分子生物学・遺伝子工学等を統合的に解析

し理論構築を行う能力

論理的な考察に基づく実践的なプレゼンテーション能

力

グローバル人材として、相手の国籍・人種・性別を問

わないコミュニケーション能力

貴社・貴団体は、設置予定の先進学際科学府における大学院博士（博士後期）

課程を修了した人材に、どのような知識や能力、技術を期待しますか。

期待する どちらとも言えない 期待しない
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新学府設置の計画にかかるアンケート調査票様式（在学生向け） 

＜先進学際科学専攻＞ 
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新学府設置の計画にかかるアンケート調査票様式（企業等向け） 

＜先進学際科学専攻・共同先進健康科学専攻で共通の設問＞ 
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先進学際科学専攻博士後期課程 養成する人材像

社
会
人

工
学
府

先
進
学
際
科
学
府
先
進
学
際
科
学
専
攻

博
士
後
期
課
程

先
進
学
際
科
学
府

博
士
前
期
課
程

農
学
府

他
大
学

【養成する人材像】

【出口イメージ】農学‧工学に情報‧デジタル‧数理技
術を融合した教育研究を基盤に専門
的な知識や学際的な視野を習得し、
新たな価値の創出に果敢に挑戦する
人材

国内外の製造業、自治体等
の公的機関での専門家、研
究者、技術職員、大学や研
究機関等の教員‧研究員な
ど（特にイノベーションを重視
する民間企業や研究機関）

国内外の民間企業や自治
体・公的機関における製造
業やIT・AI・デジタル関連業
の技術開発、データ管理、研
究開発など

UNICEF、JICA、FAO、ISO
などの各国際機関、外務省
等、民間開発コンサルタント、
NPO/NGOなど

「予測情報」、「資源‧エネルギー」、「健
康‧福祉」、「食料‧環境」に精通し融合
することで先進的学際領域を開拓し、
研究リーダーとして活躍できる人材

産業界や学術界における国際的な
ニーズの潮流を理解し、卓越したコ
ミュニケーション力により国際社会
で活躍できる人材

地球規模の社会‧環境問題を共有し、
世界の国々と地域の文化や歴史的な
背景を考察し、対話する能力を有し、
世界の人類の生活と食との関わりに
ついて明確な指針が示せる高い見識
を持つ人材

【関連するDP】

A)
B)

B)
C)

C)
D)

A)
C)
D)
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先進学際科学専攻 ディプロマ・ポリシー

本学の基盤である農学‧工学の自然科学領域を中心とした高度な専門的・学際的
知識の習得と知の開拓に強い意志を持ち、最新の情報・デジタル技術やAI・数
理・データサイエンス手法を理解し、それらを応用し国内外の複雑で多様化した
諸課題を解決し、次世代の持続社会の創成に取り組む国際通用性を兼ね備える高
度職業人材の育成を目的としている。

ディプロマ‧ポリシー(DP)の概要

A) 最先端の研究成果につながる農学又は工学に関する高度で専門的な知識や実験・計測
技術を幅広く身に付け、情報・デジタル技術やAI・数理・データサイエンス手法を応用した
最先端の研究や技術開発に必要な知識・技術を身に付けていること。

B) 深い教養に加えて先端かつ高度な専門性を身に付け、社会の発展に寄与する強い意思と
研究意欲を有し、高度職業人材としての社会的使命を理解し、社会の一員として社会的責
任を意識し、高い倫理観を身に付けていること。

C) 自らの専門分野において社会に求められる課題を設定する能力を有し、国内外の研究者
や技術者などと協働し、必要に応じて他分野へ展開しながら課題解決へと導くための学際
性や多面性と創造的リーダーシップ力を身に付けていること。

D) 研究成果を発表するための資料作成方法や実験データの整理法を習得し、論理的な考察
に基づく実践的なプレゼンテーション能力を身に付け、グローバル人材として、相手の国
籍・人種・性別を問わず的確な質疑応答や議論ができるコミュニケーション能力及びそのた
めに必要な語学力を身に付けていること。

身につけるべき能力
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先進学際科学専攻 カリキュラム・ポリシー

カリキュラム‧ポリシー(CP)の概要

農工融合教育を基軸に、情報・デジタル及びAI・数理・データサイエンスを取り入れた２
つのコース（予測情報学コース、融合科学コース）を設置。工学系と農学系の教員から
構成され、特定の分野の知識・技能だけではなく、関連分野の基礎的な素養を養うとと
もに、学際的な分野への対応能力を含めた専門的知識を活用・応用する能力を養成。

ディプロマ・ポリシーDPで定める能力を身に付けた研究者・技術者・教育者などの高度
職業人材を育成するために、講義科目の成績は試験、レポート等で評価する。授業科
目の試験の成績は、S・A・B・C及びDの５種類の評語をもって表し、S・A・B及びCを合
格とし、Dを不合格とする。合格した者には所定の単位を付与する。また、博士論文に
ついては、学位審査委員会による論文審査及び最終試験を厳格に行う。

総合知啓発科目‧尖端研究力養成科目： DPの観点B)に関連
分野交流科目： DPの観点B,C,D)に関連
論文研究科目： DPの観点A,B,C,D)に関連
専門基礎科目： DPの観点A,B)に関連
専門応用科目： DPの観点A,B)に関連
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先進学際科学専攻 カリキュラム・マップ①
DPの観点

単位数授業科目の名称科目区分 DCBA

〇0.5研究倫理・安全教育発展D
尖
端
研

究
力
養

成
科
目

総
合
知

啓
発
科

目

〇〇1先進実践英語発表Ⅰ分
野
交
流

科
目

〇〇1先進実践英語発表Ⅱ
〇1先進学際国内外実習

〇〇1先進学際科学府特別講義

〇〇〇2先進学際科学特別セミナー論
文

研
究

科
目 〇〇〇6先進学際科学特別研究

〇〇1先進計測情報学特論Ⅰ

予
測
情
報
学
コ
ー
ス

専
門
基
礎
科
目

〇〇1先進農業環境予測学特論Ⅰ

〇〇1先進応用環境計測学特論Ⅰ

〇〇1先進数理生物情報学特論Ⅰ

〇〇1先進生命環境情報学特論Ⅰ

〇〇1先進人工知能応用特論Ⅰ

〇〇1先進材料情報学特論Ⅰ

〇〇1先進統計数理情報学特論Ⅰ

〇〇1先進農業環境情報学特論Ⅰ

〇〇1先進微生物情報科学特論Ⅰ

〇〇1先進応用環境予測学特論Ⅰ

〇〇1先進分子構造情報学特論Ⅰ

〇〇1先進物質機能設計特論Ⅰ

融
合
科
学
コ
ー
ス

〇〇1先進エネルギー材料物性特論Ⅰ

〇〇1先進エネルギー変換技術特論Ⅰ

〇〇1先進環境物質分析特論Ⅰ

〇〇1先進地盤環境学特論Ⅰ

〇〇1先進健康福祉センシング特論Ⅰ

〇〇1先進エネルギーシステム工学特論
Ⅰ

〇〇1先進健康福祉電気電子工学特論Ⅰ

〇〇1先進健康福祉ロボティクス特論Ⅰ

〇〇1先進健康福祉バイオエレクトロニク
ス特論Ⅰ

〇〇1先進健康福祉コンピューティング特
論Ⅰ

〇〇1先進健康福祉知覚認知処理特論Ⅰ

〇〇1先進RNA生物情報学特論Ⅰ

〇〇1先進食料資源機能創製特論Ⅰ

〇〇1先進物質機能分析特論Ⅰ

〇〇1先進物質機能制御特論Ⅰ

〇〇1先進健康福祉データ駆動型制御特
論Ⅰ

〇〇1先進エネルギー材料設計特論Ⅰ

〇〇1先進資源エネルギー工学特論Ⅰ

〇〇1先進食料資源安全科学特論Ⅰ

〇〇1先進生物環境応答特論Ⅰ

〇〇1先進健康福祉システム工学特論Ⅰ

〇〇1先進環境物質循環特論Ⅰ

〇〇1先進食料生産システム特論Ⅰ

〇〇1先進計測情報学特論Ⅱ

予
測
情
報
学
コ
ー
ス

専
門
応
用
科
目

〇〇1先進農業環境予測学特論Ⅱ

〇〇1先進応用環境計測学特論Ⅱ

〇〇1先進数理生物情報学特論Ⅱ

〇〇1先進生命環境情報学特論Ⅱ

〇〇1先進人工知能応用特論Ⅱ

〇〇1先進材料情報学特論Ⅱ

〇〇1先進統計数理情報学特論Ⅱ

〇〇1先進農業環境情報学特論Ⅱ

〇〇1先進微生物情報科学特論Ⅱ

〇〇1先進応用環境予測学特論Ⅱ

〇〇1先進分子構造情報学特論Ⅱ

〇〇1先進物質機能設計特論Ⅱ

融
合
科
学
コ
ー
ス

〇〇1先進エネルギー材料物性特論Ⅱ

〇〇1先進エネルギー変換技術特論Ⅱ

〇〇1先進環境物質分析特論Ⅱ

〇〇1先進地盤環境学特論Ⅱ

〇〇1先進健康福祉センシング特論Ⅱ

〇〇1先進エネルギーシステム工学特論Ⅱ

〇〇1先進健康福祉電気電子工学特論Ⅱ

〇〇1先進健康福祉ロボティクス特論Ⅱ

〇〇1先進健康福祉バイオエレクトロニクス特論
Ⅱ

〇〇1先進健康福祉コンピューティング特論Ⅱ

〇〇1先進健康福祉知覚認知処理特論Ⅱ

〇〇1先進RNA生物情報学特論Ⅱ

〇〇1先進食料資源機能創製特論Ⅱ

〇〇1先進物質機能分析特論Ⅱ

〇〇1先進物質機能制御特論Ⅱ

〇〇1先進健康福祉データ駆動型制御特論Ⅱ

〇〇1先進エネルギー材料設計特論Ⅱ

〇〇1先進資源エネルギー工学特論Ⅱ

〇〇1先進食料資源安全科学特論Ⅱ

〇〇1先進生物環境応答特論Ⅱ

〇〇1先進健康福祉システム工学特論Ⅱ

〇〇1先進環境物質循環特論Ⅱ

〇〇1先進食料生産システム特論Ⅱー設置等の趣旨（資料）ー20ー



先進学際科学専攻 カリキュラム・マップ②
養成する人材像養成する人材像 ディプロマ・ポリシーディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシーカリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシーアドミッション・ポリシー

農学‧工学に情報‧デジタル
‧数理技術を融合した教育
研究を基盤に専門的な知識
や学際的な視野を習得し、
新たな価値の創出に果敢に
挑戦する人材

A) 最先端の農学‧工学に関する高

度で専門的な知識や実験・計測技術
を幅広く身に付け、情報・デジタル技
術やAI・数理・データサイエンス手法
を応用した先端研究‧技術‧知識を身
に付けている

‧総合知啓発科目‧尖端研究力
養成科目
‧先進学際国内外実習

B) 深い教養や高度な専門性を身に
付け、社会の発展に寄与する強い意
思と研究意欲を有し、高度職業人材
としての社会的使命を理解し、社会の
一員として社会的責任を意識し、高い
倫理観を身に付けている

‧先進実践英語発表Ⅰ
‧先進実践英語発表Ⅱ
‧先進学際科学府特別講義

D) 研究成果発表の資料作成法や実
験データの整理法を習得し、論理的
考察に基づく実践的なプレゼンテーシ
ョン能力を身に付け、グローバル人材
として的確な質疑応答や議論ができ
るコミュニケーション能力を身に付け
ている

‧先進学際科学特別研究

C) 社会に求められる課題を設定す
る能力を有し、国内外の研究者‧技術
者と協働し、他分野へ展開しながら課
題解決へと導くための学際性や多面
性と創造的リーダーシップ力を身に付
けている

自身の専門分野に関連する高度
な最新情報・デジタル・数理技術に
関する知識・技術を習得すること
に意欲がある者

専門分野における修士レベルの学
力を有し、関連する知識や技術を
習得しており、複数の学問分野の
視点や方法論に基づき学際的な
専門的知識や技術の習得に対し
て意欲がある者

‧専門基礎科目
‧専門応用科目

現代社会の複雑な問題について
理解し、その中から様々な課題を
自ら提案し、その解決に必要な交
渉力や思考力、協働学習能力や
折衝力･検証能力を身に付け、解
決へと導く能力の習得に意欲を持
つ者

学術界や産業界における国際的
なニーズの潮流を理解し、卓越し
たコミュニケーション力により国際
社会で活躍するために必要な基本
的な語学力（英語力）を持つ者

地球規模の社会‧環境問題
を共有し、世界の国々と地域
の文化や歴史的な背景を考
察し、対話する能力を有し、
世界の人類の生活と食との
関わりについて明確な指針
が示せる高い見識を持つ人
材

産業界や学術界における国
際的なニーズの潮流を理解
し、卓越したコミュニケー
ション力により国際社会で
活躍できる人材

「予測情報」、「資源‧エネル
ギー」、「健康‧福祉」、「食料
‧環境」に精通し融合すること
で先進的学際領域を開拓し、
研究リーダーとして活躍でき
る人材

‧先進学際科学特別セミナー
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先進学際科学専攻 アドミッション・ポリシー
本専攻の養成する人材像及び教育課程での学修において求められる資質、素養、能
力等は、以下のとおりである。

専門分野における修士レベルの学力を有し、関連する知識や技術を習得しており、
複数の学問分野の視点や方法論に基づき学際的な専門的知識や技術の習得に対
して意欲がある者

自身の専門分野に関連する高度な最新情報・デジタル・数理技術に関する知識・技
術を習得することに意欲がある者

現代社会の複雑な問題について理解し、その中から様々な課題を自ら提案し、その
解決に必要な交渉力や思考力、協働学習能力や折衝力･検証能力を身に付け、解
決へと導く能力の習得に意欲を持つ者

学術界や産業界における国際的なニーズの潮流を理解し、卓越したコミュニケーショ
ン力により国際社会で活躍するために必要な基本的な語学力（英語力）を持つ者

本専攻の入学定員は27名とし、本学の農学府および工学府の大学院博士前期課程を
修了した者に加え、他大学の大学院修了者等を対象とした一般入試を実施し、公的研
究機関、民間企業等で研究活動に従事した経験のある者を対象とした社会人特別選
抜や、外国人留学生を対象とした選抜を実施し、社会人や外国人留学生等を広く受け
入れる。入学時期は4月及び10月とする。

予測情報学コース 5名
融合科学コース 22名
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履修モデル（予測情報学コース）

◎研究倫理・安全教育発展D 0.5単位
先進実践英語発表Ⅰ 1単位
◎先進学際科学特別セミナー 2単位
先進エネルギー材料物性特論Ⅱ 1単位

1年1学期

1年3学期

博士論文の作成、学位論文予備審査など

計：12.5 単位

3年（通年）

先進数理生物情報学特論Ⅰ 1単位
先進数理生物情報学特論Ⅱ 1単位

◎先進学際科学特別研究 通年で計6単位

博士論文の作成、学位論文予備審査など2年（通年）

◎：必修科目, 無印：選択科目

総合知啓発科目‧尖端研究力養成科目

専門基礎科目 専門応用科目

分野交流科目 論文研究科目

出口イメージ：
国内外の民間企業や自治体・公的機関における製造業やIT・AI・
デジタル関連業の技術開発、データ管理、研究開発など
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履修モデル（融合科学コース）

◎研究倫理・安全教育発展D 0.5単位
先進実践英語発表Ⅰ 1単位
先進農業環境予測学特論Ⅰ 1単位
◎先進学際科学特別セミナー 2単位

1年1学期

1年3学期

博士論文の作成、学位論文予備審査など3年（通年）

先進健康福祉コンピューティング特論Ⅰ 1単位
先進学際国内外実習 1単位

◎先進学際科学特別研究 通年で計6単位

博士論文の作成、学位論文予備審査など2年（通年）

◎：必修科目, 無印：選択科目

総合知啓発科目‧尖端研究力養成科目

専門基礎科目 専門応用科目

分野交流科目 論文研究科目

計：12.5 単位

出口イメージ：

自治体等の公的機関での専門家、研究者、技術職員、大学や研
究機関等の教員‧研究員など
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履修モデル（融合科学コース）

◎研究倫理・安全教育発展D 0.5単位
先進実践英語発表Ⅰ 1単位
◎先進学際科学特別セミナー 2単位

1年1学期

1年3学期

博士論文の作成、学位論文予備審査など3年（通年）

先進実践英語発表Ⅱ 1単位
先進数理生物情報学特論Ⅰ 1単位
先進物質機能設計特論Ⅱ 1単位

◎先進学際科学特別研究 通年で計6単位

博士論文の作成、学位論文予備審査など2年（通年）

◎：必修科目, 無印：選択科目

総合知啓発科目‧尖端研究力養成科目

専門基礎科目 専門応用科目

分野交流科目 論文研究科目

計：12.5 単位

出口イメージ：
UNICEF、JICA、FAO、ISOなどの各国際機関、外務省等、民間
開発コンサルタント、NPO/NGOなど
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履修モデル（融合科学コース）

◎研究倫理・安全教育発展D 0.5単位
先進学際科学府特別講義 1単位
◎先進学際科学特別セミナー 2単位

1年1学期

1年3学期

博士論文の作成、学位論文予備審査など3年（通年）

先進応用環境予測学特論Ⅰ 1単位
先進環境物質分析特論Ⅱ 1単位
先進RNA生物情報学特論Ⅱ 1単位

◎先進学際科学特別研究 通年で計6単位

博士論文の作成、学位論文予備審査など2年（通年）

◎：必修科目, 無印：選択科目

総合知啓発科目‧尖端研究力養成科目

専門基礎科目 専門応用科目

分野交流科目 論文研究科目

計：12.5 単位

出口イメージ：

国内外の製造業、研究者や研究員など（特にイノベーションを重
視する民間企業）
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○国立大学法人東京農工大学職員就業規則 

(平成16年4月7日16経教規則第3号) 

改正 平成17年4月1日 17経教規則第

3号 

平成17年4月1日 17経教規則第

6号 

平成17年5月1日 17経教規則第

8号 

平成18年4月1日 18経教規則第

1号 

平成19年1月15日 18経教規則

第7号 

平成19年4月1日 19経教規則第

2号 

平成19年11月5日 19経教規則第

9号 

平成20年4月1日 20経教規則第

3号 

平成20年6月23日 20経教規則

第7号 

平成20年7月7日 20経教規則第

11号 

平成20年8月1日 20経教規則第

15号 

平成21年4月1日 20経教規則第

7号 

平成21年7月27日 21経教規則第

20号 

平成22年4月1日 22経教規則第

3号 

平成22年8月1日 22経教規則第

7号 

平成23年4月1日 23経教規則第

10号 

平成24年11月7日 24経教規則

第6号 

平成25年4月1日 25経教規則第

5号 

平成25年11月1日経教規則第11

号 
平成26年5月12日規程第29号 平成26年11月1日規則第10号 

平成27年4月1日規則第4号 平成27年10月1日規則第6号 平成28年4月1日規則第3号 

平成29年3月3日規則第10号 平成30年7月2日規則第6号 平成31年4月1日規則第3号 

令和元年6月24日規則第3号 令和2年3月23日規則第5号 令和2年9月1日規則第5号 

令和3年10月1日規則第5号 令和5年4月1日規則第2号 令和5年7月31日規則第5号 

令和6年1月29日規則第11号 令和6年4月1日規則第1号 令和6年4月1日規則第4号 

令和8年4月1日規則第2号 令和8年4月1日規則第5号 
 

目次 

第1章 総則(第1条－第4条) 

第2章 人事 

第1節 採用(第5条－第10条) 

第2節 評価(第11条) 

第3節 昇任(第12条) 

第4節 異動(第13条・第13条の2) 

第5節 休職及び復職(第14条－第16条) 

第6節 退職(第17条－第20条) 

第7節 解雇、降任(第21条－第25条) 

第8節 退職時の責務(第26条・第27条) 

第3章 給与(第28条) 

第4章 服務(第29条－第36条の2) 

第5章 労働時間及び休暇等(第37条－第39条) 
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第6章 研修(第40条) 

第7章 表彰(第41条) 

第8章 懲戒等(第42条－第46条) 

第9章 安全及び衛生(第47条－第51条) 

第10章 出張(第52条・第53条) 

第11章 母性の保護(第54条) 

第12章 障害者の雇用と保護(第55条) 

第13章 災害補償(第56条・第57条) 

第14章 退職手当(第58条) 

第15章 福利厚生(第59条・第60条) 

第16章 知的所有権(第61条) 

第17章 苦情処理(第62条) 

第18章 規則の作成及び改廃の手続(第63条) 

附則 

 

第1章 総則 

(目的及び効力) 

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89

条の規定により、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の職員が、学則第

1条に定める本学の使命と責務を自覚して職務を遂行するために必要な、職員の就業に

関する事項を定めることを目的とする。 

2 職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、

労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及びその

他の法令の定めるところによる。 

(労働協約の優先) 

第2条 この規則に定めた事項であっても、労働協約に別の定めがあるときはこれによる

ものとする。 

(規則の遵守) 

第3条 本学及び職員は、ともに法令及びこの規則を守り、相協力して業務の運営に当た

らなければならない。 

(職員の定義及び適用範囲) 

第4条 この規則は、次の各号に定義する常時勤務を要する職員に適用し、職員区分ごと

の職名は、別表のとおりとする。ただし、別段の定めがあるときは、その定めるとこ

ろによる。 

(1) 教育職員 主に教育、研究に従事する者をいう。 

(2) 事務職員 主に事務、図書業務に従事する者をいう。 
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(3) 技術職員 主に技術、技能、教育補助者及び医療に従事する者をいう。 

2 常時勤務を要しない職員の就業については、別に定める。 

3 特定のプロジェクト等又は特定の業務に従事する職員の就業については、別に定める。 

4 学長は、第1項第1号に該当し、極めて優れた教育・研究業績を有すると認める者又

は極めて高度の専門的な知識経験若しくは優れた識見を有すると認める者について、

別に定める要項により、その都度、個別の労働契約を締結することができる。 

第2章 人事 

第1節 採用 

(採用) 

第5条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとし、学長がこれを行う。 

2 職員の採用に関する事項については、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程

に定める。 

3 職員に任期を定めて採用する場合、その任期は国立大学法人東京農工大学教育職員の

任期に関する規程、国立大学法人東京農工大学外国人研究員の雇用に関する規程、国

立大学法人東京農工大学テニュアトラック教員の任期に関する規程及び国立大学法人

東京農工大学キャリアチャレンジ教授の任期に関する規程に定めるところによる。 

4 育児休業を取得した職員の代替職員を採用する場合、その任期は当該育児休業の取得

期間の範囲内においてその都度定める。 

5 教育職員の採用については、教育研究評議会の議を経るものとする。 

(赴任) 

第6条 職員が採用された場合、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得な

い事由があるときは、この限りではない。 

(職員の配置) 

第7条 職員の配置は、本学の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して学長が行う。 

(労働条件の明示) 

第8条 職員の採用に際しては、採用を決定した職員に対し、学長は次の事項を記載した

労働条件通知書を交付するものとする。 

(1) 労働契約の期間に関する事項 

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項 

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに

休暇に関する事項 

(4) 給与に関する事項 

(5) 退職に関する事項 

(6) 退職手当に関する事項 

(7) 期末・勤勉手当に関する事項 

(8) 安全及び衛生に関する事項 
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(9) 研修に関する事項 

(10) 災害補償に関する事項 

(11) 表彰及び制裁に関する事項 

(12) 休職に関する事項 

(採用時の提出書類) 

第9条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならな

い。 

(1) 誓約書 

(2) 卒業証明書 

(3) 資格に関する証明書 

(4) 住民票記載事項証明書 

(5) 健康診断書 

(6) 扶養親族等に関する書類 

(7) その他本学において必要と認める書類 

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、職員は、所要の書類により、その

都度速やかに届け出なければならない。 

3 本学は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平

成25年法律第27号)及びその他の関係法令に基づき、職員に対し、同法第2条第5項

に規定する個人番号の報告を求めることができる。 

(試用期間) 

第10条 職員として採用された日から3か月間は、試用期間とする。ただし、学長が必

要と認めたときは、その期間を設けないことができる。 

2 採用後3か月間において実際に労働した日数が45日に満たない職員については、その

日数が45日に達するまで試用期間を延長することがある。 

3 試用期間中の職員が、勤務実績の不良なこと、心身に故障があること及びその他職員

としての適格性を欠くことにより本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合

には、学長は当該職員を解雇することができる。 

4 試用期間14日を超えた後に解雇する場合は、第21条第3項及び第24条に規定する解

雇手続きによるものとする。 

5 試用期間は、勤続年数に通算する。 

第2節 評価 

(勤務評価) 

第11条 学長は、職員の勤務成績について、評価を実施する。 

第3節 昇任 

(昇任) 
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第12条 職員の昇任については、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程に定め

る。 

2 教育職員の昇任については、教育研究評議会の議を経るものとする。 

第4節 異動 

(配置換・出向等) 

第13条 学長は、職員に対し、業務上の必要により配置換、兼務、出向又は転籍(以下

「配置換等」という)を命じることができる。ただし、転籍を命じるときは本人の個別

の同意を得るものとする。 

2 配置換、兼務及び出向を命じられた職員は、正当な理由がない限り拒むことができな

い。 

3 職員の配置換等について必要な事項は、別に定める国立大学法人東京農工大学職員異

動規程による。 

4 配置換等を命じられた場合は、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得

ない事由があるときは、この限りでない。 

5 教育職員の配置換等については、教育研究評議会の議を経るものとする。 

6 事務職員及び技術職員の60歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の配

置換等については、別に定める。 

(クロスアポイントメント制度) 

第13条の2 職員は、本学及び他機関との間において締結した協定に基づき、双方の身

分を併せ有し雇用され、双方の業務を行うこと(以下「クロスアポイントメント」とい

う。)ができる。 

2 前項の規定に基づきクロスアポイントメント制度を適用する職員の就業について、協

定が、この規則又は本学の他の規則等の規定に矛盾し、又は抵触する場合には、協定

の規定が優先する。 

3 その他クロスアポイントメント制度について必要な事項は、国立大学法人東京農工大

学クロスアポイントメント制度に関する規程に定める。 

第5節 休職及び復職 

(休職) 

第14条 職員が次の各号の一に該当する場合は、学長は当該職員を休職にすることがで

きる。 

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合 

(3) 水難、火災及びその他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合 

(4) 学校、研究所及び病院等の公共施設において、その職員の職務に関連があると認

められる研究、調査等に従事する場合 

(5) 労働組合業務に専従する場合 
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(6) 大学若しくは大学院における修学又は国際貢献活動に参加することを承認された

場合 

(7) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められるとき。 

2 教育職員に関して前項第4号、6号及び7号を適用しようとする場合は、教育研究評

議会の議を経るものとする。 

3 試用期間中の職員については、第1項の規定を適用しない。 

4 休職の取扱いについては、国立大学法人東京農工大学職員休職規程に定める。 

5 職員を休職にするときは、事由を記載した説明書を交付する。 

(休職の期間) 

第15条 前条第1項第1号に掲げる事由による休職の期間は、原則として始めに休職し

た日における在職期間に応じて別に定める期間とする。この場合において、休職の期

間が限度となる期間に満たないときは、始めに休職した日から引き続き限度となる期

間を超えない範囲内において、これを更新することができる。 

2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期

間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。 

3 前条第1項第3号から第7号までに掲げる事由による休職の期間は、原則として3年

を超えない範囲内において別に定める。この場合において、休職の期間が3年に満た

ないときは、始めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを

更新することができる。 

(復職) 

第16条 休職中の職員の休職事由が消滅したときは、学長は当該職員を速やかに復職さ

せるものとする。 

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は当然復職するものとする。 

第6節 退職 

(退職) 

第17条 職員が次の各号の一に該当したときは、退職とし、職員としての身分を失う。 

(1) 退職を申し出て学長から承認されたとき。 

(2) 定年に達したとき。 

(3) 期間を定めて雇用をされている場合、その期間を満了したとき。 

(4) 第 14条に定める休職の期間が満了しても、休職事由がなお消滅しないとき。 

(5) 死亡したとき。 

(6) 職員が国立大学法人等の役員になるとき。 

(7) 国立大学法人東京農工大学教育職員の任期に関する規程第3条の2に規定する審

査の結果、任期の定めのない教育職員としないこととなり、任期を定めて雇用する

教育職員としての任期が終了したとき。 
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(8) 国立大学法人東京農工大学テニュアトラック教員の任期に関する規程第3条第4

項に規定するテニュア付与審査の結果、テニュアを付与しないこととなり、テニュ

アトラック教員としての任期が終了したとき。 

(9) 国立大学法人東京農工大学キャリアチャレンジ教授の任期に関する規程第3条第

2項に規定する教授資格審査の結果、任期の定めのない常時勤務を要する教授の身分

を付与しないこととなり、キャリアチャレンジ教授としての任期が終了したとき

（同規程第5条第2項の場合を除く。）。 

(10) 大学が退職を勧奨し、応諾したとき。 

(自己都合退職) 

第18条 職員が退職しようとするときは、あらかじめ、退職を予定する日の30日前まで

に文書をもって申し出なければならない。 

2 前項の申し出があった場合、業務上特に支障のない限り、学長はこれを承認するもの

とする。 

(早期退職募集制度による退職) 

第18条の2 学長は、別に定める定年前に退職する意思を有する職員の募集制度に基づ

き、職員の退職を承認することができる。 

(管理監督職勤務上限年齢による降任) 

第18条の3 学長は、管理監督職（国立大学法人東京農工大学職員給与規程第23条第1

項に規定する職）を占める事務職員及び技術職員でその占める管理監督職に係る管理

監督職勤務上限年齢に達している事務職員及び技術職員について、当該管理監督職勤

務上限年齢に達した日の翌日以後における最初の4月1日（以下「異動日」という。）

に、管理監督職以外の職への降任をするものとする。 

2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、満60歳とする。 

3 第1項の管理監督職以外の職については、別に定める。 

(管理監督職への任用の制限) 

第18条の4 学長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係

る管理監督職勤務上限年齢に達している事務職員及び技術職員を、その者が当該管理

監督を占めているものとした場合における異動日の翌日以後、当該管理監督職に採用

し、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

(定年退職) 

第19条 職員の定年は、満65歳とする。この場合、退職の日は、定年に達した日以後に

おける最初の3月31日とする。 

(再雇用) 

第20条 前条の規定により退職した職員及び満60歳に達した日以後に退職した職員につ

いては、学長は国立大学法人東京農工大学再雇用規程に定めるところにより再雇用す

ることができる。 
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第7節 解雇、降任 

(解雇) 

第21条 職員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、学長は当該職員を解雇する。 

2 職員が次の各号の一に該当するときは、学長は当該職員を解雇することができる。 

(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で向上の見込みがなく、他の職務にも転換で

きない等、就業に適さないと認められた場合 

(2) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責が果たし得な

いと認められた場合 

(3) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障をきたす状態にあって、雇用の継続に

配慮してもなお業務に耐えられない場合 

(4) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事

情により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させる

ことが困難な場合 

(5) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事

情により、事業の継続が不可能となった場合 

(6) その他前各号に準じるやむを得ない事情がある場合 

3 前項の規定により職員を解雇しようとする場合は、役員会の下に置かれる審査委員会

の審査を経なければならない。ただし、教育職員の審査は教育研究評議会がこれを行

うものとする。 

(整理解雇の要件) 

第22条 学長が前条第2項第4号及び第5号により職員を解雇するときは、次の各号に

掲げる要件を満たさなくてはならない。 

(1) 人員整理を行う経営上の必要性が存在すること。 

(2) 人員整理としての解雇を回避する努力義務を履行すること。 

(3) 被解雇者の選定が、客観的で合理的な基準によりなされること。 

(4) 被解雇者及び労働組合に対して事前に説明し、納得を得るよう誠実に協議を行う

こと。 

(解雇の手続等) 

第22条の2 第21条第2項に規定する解雇に関して必要な事項は、国立大学法人東京農

工大学職員の解雇及び降任に関する規程に定める。 

2 学長は、職員を解雇するに当たって、当該職員に対して弁明のための十分な機会を設

けるものとする。 

(降任) 

第23条 職員が次の各号の一に該当するときは、学長は当該職員を降任させることがで

きる。 

(1) 勤務成績、業務能率又は勤務状況が不良と認められた場合 
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(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合 

(3) 前2号に掲げるもののほか、職務に必要な適格性を欠く場合 

(4) 職員が降任を申し出た場合 

2 前項(第4号を除く。)の規定により職員を降任させようとする場合は、役員会の下に

置かれる審査委員会の審査を経なければならない。ただし、教育職員の審査は教育研

究評議会がこれを行うものとする。 

(降任の手続等) 

第23条の2 前条第2項に規定する降任に関して必要な事項は、国立大学法人東京農工

大学職員の解雇及び降任に関する規程に定める。 

2 学長は、職員を降任するに当たって、当該職員に対して弁明のための十分な機会を設

けるものとする。 

(解雇制限) 

第24条 第21条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただ

し、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労働者災

害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金

の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる

場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限り

ではない。 

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間 

(2) 労基法第65条に規定される産前産後休業の期間及びその後30日間 

(解雇予告) 

第25条 第21条の規定により職員を解雇する場合は、学長は、次の者を除き、少なくと

も30日前に本人に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。 

(1) 2か月以内の期間を定めて雇用した者 

(2) 試用期間中であって採用後14日以内の者 

(3) 本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受

けた者 

(4) 天災事変その他やむを得ない事由により、事業継続が不可能となった場合で、労

働基準監督署長の認定を受けたとき。 

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。 

第8節 退職時の責務 

(使用物品の返還) 

第26条 職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用した物品を速やかに返還しな

ければならない。 

(退職証明書の交付) 
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第27条 職員から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、学長はこ

れを交付する。 

第3章 給与 

(給与) 

第28条 職員の給与については、国立大学法人東京農工大学職員給与規程に定める。 

第4章 服務 

(職務専念義務及び誠実義務) 

第29条 職員は、学校教育法第83条に定める大学の目的、本学学則第1条に定める本学

の使命と目的及びその業務の公共性を自覚し、協力協働して職務に専念しなければな

らない。 

2 職員は、誠実に職務を遂行し、本学の利益と相反する行為を行ってはならない。 

3 学長及び役員は、職員がその能力を十分に発揮し、また協力協働して本学の教育研究

及び運営に専念できるよう、良好な職場環境の形成に努めるものとする。 

(本学の命令に従う義務) 

第30条 職員は、本学の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。 

2 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善をめざし、相互協力の下に業務

の正常な運営に努めなければならない。 

3 本学は、その指示命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めなければな

らない。 

(信用失墜行為等の禁止) 

第31条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜させ、又は職員全体の名誉を毀損すること。 

(2) 本学の秩序及び規律を乱すこと。 

(秘密の遵守) 

第32条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。ただし、不正の事実を知り得た場合はこの限りではない。 

2 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、

学長の許可を受けなければならない。 

(個人情報の取扱い) 

第32条の2 職員は、法令及び本学が別に定めるところにより、個人情報を適切に取り

扱わなければならない。 

(不正の事実の報告) 

第 33 条 職員は、不正の事実を本学に報告したことにより、いかなる不利益も受けない。 

(ハラスメントの防止) 

第34条 職員は、基本的人権の侵害及びセクシュアル・ハラスメント等、いかなるハラ

スメントも行ってはならず、またその予防に努めなければならない。 
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2 ハラスメントの防止については、国立大学法人東京農工大学ハラスメント・性暴力等

の防止及び対策等に関する規程に定める。 

(兼業) 

第35条 職員は、本務遂行に支障がないと認められる場合、兼業に従事することができ

る。 

2 職員が兼業を行おうとする場合は、国立大学法人東京農工大学職員兼業規程に定める

ところにより学長の許可を得なければならない。 

(職員の倫理) 

第36条 職員の職務に係る倫理については、国立大学法人東京農工大学役職員倫理規程

に定める。 

(障害を理由とする差別解消のための措置) 

第 36 条の 2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）

に基づき、職員が適切に対応するために必要な事項は別に定めるものとする。 

第5章 労働時間及び休暇等 

(労働時間及び休暇等) 

第37条 職員の労働時間及び休暇等については、別に定める国立大学法人東京農工大学

職員の労働時間、休暇等に関する規程による。 

(在宅勤務) 

第37条の2 職員は、通常の勤務場所を離れて、原則として当該職員の自宅において勤

務（以下「在宅勤務」という。）することができる。 

2 在宅勤務について必要な事項は、別に定める。 

(育児休業、介護休業等) 

第38条 育児休業、介護休業等について必要な事項は、国立大学法人東京農工大学育児

休業、介護休業等規程による。 

(配偶者同行休業) 

第39条 配偶者同行休業について必要な事項は、国立大学法人東京農工大学職員配偶者

同行休業規程による。 

第6章 研修 

(研修) 

第40条 学長は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、職員に対して研

修機会の提供に努めるものとする。 

2 職員は、前項に規定する研修の機会が与えられた場合、又は申請を承認された場合に

は、研修を受けなければならない。 

3 教育職員は、授業計画に支障のない限り、所属長の承認を得て、勤務場所を離れて研

修を行うことができる。 

4 教育職員は、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。 
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第7章 表彰 

(表彰) 

第41条 職員が次の各号に該当する場合には、学長は当該職員を国立大学法人東京農工

大学職員表彰規程に定めるところにより表彰する。 

(1) 永年にわたり誠実に勤務し成績が優秀で他の模範となる場合 

(2) 本学の名誉となり、又は職員の模範となる善行を行った場合 

(3) その他学長が必要と認める場合 

第8章 懲戒等 

(懲戒) 

第 42 条 懲戒は、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給又は戒告の区分によるものとし、

学長が書面をもって行う。 

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。 

(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、予告期間を設けな

いで即時に解雇する。 

(3) 出勤停止 勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。 

(4) 減給 一事案について労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度とする。

ただし一給与支払期にいくつかの事案が発生した場合には、その減給総額が、給与

支払期における給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減じる。 

(5) 戒告 将来を戒める。 

(懲戒の事由) 

第43条 職員が次の各号の一に該当する場合には、学長は当該職員を懲戒に処する。 

(1) 正当な理由なしに無断欠勤を繰り返した場合 

(2) 正当な理由なしに繰り返し遅刻、早退するなど勤務を怠った場合 

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合 

(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合 

(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合 

(6) 本学の秩序又は風紀を乱した場合 

(7) 重大な経歴詐称をした場合 

(8) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準じる不都合な

行為があった場合 

(懲戒の手続等) 

第44条 懲戒処分の決定は、別に定める国立大学法人東京農工大学懲戒規程に基づき、

役員会の下に置かれる審査委員会の審査を経て学長が行う。ただし、教育職員につい

ては教育研究評議会の審査を経て学長が行うものとする。 

2 学長は、職員を懲戒するに当たって、当該職員に対して弁明のための十分な機会を設

けるものとする。 
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(訓告等) 

第45条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要がある

ときには、学長は訓告、厳重注意又は注意を文書等により行うことができる。 

(損害賠償) 

第46条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、学長はその損害

の全部又は一部を当該職員に賠償させるものとする。 

第9章 安全及び衛生 

(学長の責務) 

第47条 学長は、職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとるものとす

る。 

(協力義務) 

第48条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第

57号)及びその他の関係法令を守るとともに、本学が行う安全、衛生及び健康確保に関

する措置に協力し、実行しなければならない。 

(健康診断) 

第49条 職員は、本学が毎年定期的又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。

ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を

提出した時は、この限りではない。 

2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、学長は職員に就業の禁止、

労働時間の制限等、当該職員の健康保持に必要な措置を講じるものとする。 

3 職員は、正当な事由がなく前2項の措置を拒んではならない。 

(就業禁止) 

第50条 職員は、本人、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある

等の場合には、直ちに学長に届け出て、その指示に従わなければならない。 

2 学長は、前項の届け出があった場合には、産業医その他の医師の意見を聴いて就業の

禁止等必要な措置を講じることができる。 

(安全衛生管理) 

第51条 安全衛生管理について必要な事項は、国立大学法人東京農工大学安全衛生管理

規程に定めるところによる。 

第10章 出張 

(出張) 

第52条 業務上必要がある場合は、旅行命令権者は職員に出張を命じることができる。 

2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかに書面により報告しなければ

ならない。 

(旅費) 
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第53条 前条の出張に要する旅費に関しては、国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程

に定めるところによる。 

第11章 母性の保護 

(女性職員の就業制限等) 

第 54条 学長は、妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」

という。)を、妊娠、出産、哺育等にとって有害な業務に就かせないものとする。 

2 妊産婦である職員が請求した場合には、学長は当該職員に午後10時から午前5時まで

の間における深夜労働又は所定の労働時間以外の労働をさせないものとする。 

3 1歳に満たない子を養育する職員が請求した場合には、学長は当該職員に休憩時間の

ほかに1日について2回、1回について30分の育児時間を与えるものとする。 

4 生理日の就業が著しく困難な職員が請求した場合には、学長は当該職員を一定期間労

働させないことができる。 

5 母性の保護について必要な事項は、国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程及び

国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程に定めるところによ

る。 

第12章 障害者の雇用と保護 

(障害者の雇用) 

第55条 学長は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づ

く障害者の雇用の確保及び就業に必要な環境整備を図るものとする。 

第13章 災害補償 

(業務上の災害補償) 

第56条 学長は、職員の業務上における負傷、疾病、障害及び死亡について、労基法、

労災法及び国立大学法人東京農工大学職員休業補償等支給規程の定めるところにより

災害補償を行う。 

(通勤上の災害補償) 

第57条 学長は、職員の通勤途上における災害については、労災法及び国立大学法人東

京農工大学職員休業補償等支給規程の定めるところにより災害補償を行う。 

第14章 退職手当 

(退職手当) 

第58条 職員の退職手当については、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程に定

めるところによる。 

第15章 福利厚生 

(宿舎の利用) 

第59条 職員は、本学の宿舎を利用することができる。 

(職員のレクリエーション) 
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第60条 学長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、職員のレクリエーションに

ついて計画を立て、その実施に努める。 

第16章 知的所有権 

(知的所有権) 

第61条 知的所有権に関する必要な事項は、国立大学法人東京農工大学職務発明規程に

定めるところによる。 

第17章 苦情処理 

(苦情処理) 

第62条 学長は、職員の給与、労働時間、勤務評価、日常の労働環境及び不利益処分等

に関する苦情の解決を図るため、相談窓口を設置する。 

2 職員から寄せられた苦情処理について必要な事項は、国立大学法人東京農工大学苦情

相談規程に定める。 

第18章 規則の作成及び改廃の手続 

(作成及び改廃の手続) 

第63条 学長は、就業規則、関連規程及び細則の作成及び改廃について、労働者の過半

数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織す

る労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければ

ならない。 

2 労働者の過半数を代表する者は、各事業場において、労働者の総意を得て定められた

方法により選出された者とする。 

3 本規則の条項のうち、教育研究評議会の関与を定めた条項を改廃する場合には、教育

研究評議会の議を経るものとする。 

附 則 

1 この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 

2 事務職員及び技術職員の令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における

第19 条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中

「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61歳 

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62歳 

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63歳 

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64歳 

附 則(平成17年4月1日 17経教規則第3号) 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則(平成17年4月1日 17経教規則第6号) 
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則(平成17年5月1日 17経教規則第8号) 

この規則は、平成17年5月1日から施行する。 

附 則(平成18年4月1日 18経教規則第1号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年1月15日 18経教規則第7号) 

この規則は、平成19年1月15日から施行し、第4条第3項を改正する規定は、平成1

8年9月1日から適用する。ただし、「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」事業に

従事する職員就業規則に関する規定は、平成18年10月1日から適用するものとする。ま

た、第5条第3項を改正する規定は、平成18年11月15日から適用する。 

附 則(平成19年4月1日 19経教規則第2号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年11月5日 19経教規則第9号) 

この規則は、平成19年11月5日から施行し、平成19年8月1日から適用する。 

附 則(平成20年4月1日 20経教規則第3号) 

1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、第63条第2項を改正する規定は、平成2

0年3月1日から適用する。 

2 この規則の施行に伴い、国立大学法人東京農工大学過半数代表者選出規程(16経教規

程第43号)は、廃止する。 

附 則(平成20年6月23日 20経教規則第7号) 

この規則は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただ

し、第4条第3項にかかる改正については、平成20年5月1日から適用する。 

附 則(平成20年7月7日 20経教規則第11号) 

この規則は、平成20年7月7日から施行し、平成20年6月1日から適用する。 

附 則(平成20年8月1日 20経教規則第15号) 

この規則は、平成20年8月1日から施行する。 

附 則(平成21年4月1日 20経教規則第7号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年7月27日 21経教規則第20号) 
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この規則は、平成21年7月27日から施行し、平成21年6月1日から適用する。 

附 則(平成22年4月1日 22経教規則第3号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年8月1日 22経教規則第7号) 

この規則は、平成22年8月1日から施行する。 

附 則(平成23年4月1日 23経教規則第10号) 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年11月7日 24経教規則第6号) 

この規則は、平成24年11月7日から施行し、平成24年10月1日から適用する。 

附 則(平成25年4月1日 25経教規則第5号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年11月1日経教規則第11号) 

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。 

2 国立大学法人東京農工大学教育職員選択定年規程は、廃止する。 

附 則(平成26年5月12日規程第29号) 

この規程は、平成26年5月12日から施行し、平成19年12月26日から適用する。 

附 則(平成26年11月1日規則第10号) 

この規則は、平成26年11月1日から施行する。 

附 則(平成27年4月1日規則第4号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行し、第17条第8号の改正規定は平成26年6

月2日から、同条第9号の改正規定は平成26年11月1日から、それぞれ適用する。 

附 則(平成27年10月1日規則第6号) 

この規則は、平成27年10月1日から施行する。 

附 則(平成28年4月1日規則第3号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年3月3日規則第10号) 

この規則は、平成29年3月3日から施行する。 
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附 則(平成30年7月2日規則第6号) 

この規則は、平成30年7月2日から施行する。 

附 則(平成31年4月1日規則第3号) 

この規程は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和元年6月24日規則第3号) 

この規程は、令和元年6月24日から施行する。 

附 則(令和2年3月23日規則第5号) 

この規程は、令和2年3月23日から施行する。 

附 則(令和2年9月1日規則第5号) 

この規則は、令和2年9月1日から施行する。 

附 則(令和3年10月1日規則第5号) 

この規則は、令和3年10月1日から施行する。 

附 則(令和5年4月1日規則第2号) 

この規則は、令和5年4月1日から施行する。 

附 則(令和5年7月31日規則第5号) 

この規則は、令和5年7月31日から施行する。 

附 則(令和6年1月29日規則第11号) 

この規則は、令和6年1月29日から施行する。 

附 則(令和6年4月1日規則第1号) 

この規則は、令和6年4月1日から施行する。 

附 則(令和6年4月1日規則第4号) 

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。 

2 この規則の施行日前に第14条第1項第1号の規定により命じられた休職の取扱いにつ

いては、なお従前の例による。 

附 則(令和8年4月1日規則第2号) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

2 この規則の施行日前に禁錮以上の刑に処せられた場合は、改正後の第21 条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

ー設置等の趣旨（資料）ー44ー



附 則(令和8年4月1日規則第5号) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

2 国立大学法人東京農工大学職員の職制に関する規程(平成16年11月22日16経教規程

第79号)は、廃止する。 

(第4条第1項関係) 

職員区分 職名 

教育職員 

教授 

准教授 

講師 

助教 

助手 

事務職員 

事務局長 

部長、事務部長 

課長、調整役、室長（監査室長及びコンプライアンス推進室長に限

る。） 

室長（監査室長及びコンプライアンス推進室長を除く。）、監査室副

室長、副課長、専門員 

係長、専門職 

主任 

係員 

技術職

員 

施設系 

課長 

室長（監査室長及びコンプライアンス推進室長を除く。）、副課長 

係長 

主任 

係員 

教室系 

技術専門員 

技術専門職員 

技術員、労務作業員 

教育補

助系 
教務職員 

医療系 看護師 
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学期 １学期 第１ターム １学期 第２ターム ３学期 第１ターム ３学期 第２ターム 時限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限

★「先進学際科学府博士前期課程」「先進学際科学府博士後期課程（「共同先進健康科学専攻」を除く）」では、4ターム制を採用する。ただし、原則的に学府及び学部に適用する学年暦を準用する。１学期を第１ターム,第２ターム、３学期を第１ターム,第２タームに期間を分ける。

１学期 第１ターム   最終授業日 火曜日6/8、水曜日6/9、金曜日5/28 ３学期 第１ターム 最終授業日：火曜日11/30、水曜日12/1、金曜日11/19

１学期 第２ターム 初回授業日 火曜日6/15、水曜日6/16、金曜日6/4 ３学期 第２ターム 初回授業日：火曜日12/7、水曜日12/8、金曜日11/26

小・講義室1-3＝小金井・BASE棟１階講義室1～3 小・講義室4＝小金井・BASE棟１階講義室4 小・講義室5＝小金井・BASE棟２階講義室5  府中先進201：府中先進学際科学府棟２階 研究室＝各研究室

月 木

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5

実践情報・デジタル
演習I

エネルギー材料物
性特論Ⅰ

食料‧環境情報科
学特論

予測情報学特論
農業環境情報学特

論Ⅰ
応用計測情報学特論

Ⅰ
資源・エネルギー
情報科学特論

健康・福祉情報科
学特論

掘田・山下・山田 村上尚 庄司 岩見 山下・浅田 岩見・大島 富永 西舘

小・講義室1-3 小・講義室5 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室1-3 小・講義室1-3

食料生産システム
特論Ⅰ

健康福祉知覚認知処
理特論Ⅰ

鈴木（丈） 古宮

小・講義室1-3 小・講義室5

環境物質分析特論Ⅰ

赤井

小・講義室4

実践情報・デジタル
演習Ⅱ

エネルギー材料物
性特論Ⅱ

農業環境情報学特
論Ⅱ

応用計測情報学特論
Ⅱ

堀田・山下・山田 村上尚 山下・浅田 岩見・大島

小・講義室1-3 小・講義室5 府中先進201 小・講義室1-3

食料生産システム
特論Ⅱ

健康福祉知覚認知処
理特論Ⅱ

鈴木（丈） 古宮

小・講義室1-3 小・講義室5

環境物質分析特論Ⅱ

赤井

小・講義室4

エネルギー変換技
術特論Ⅰ

人工知能応用特論
Ⅰ

数理生物情報学特
論Ⅰ

応用環境計測予測
学特論Ⅰ

生命環境情報学特論
Ⅰ

物質機能分析特論
Ⅰ

銭 山田 小山・鈴木(康) 中嶋 篠原 レンゴロ

小・講義室5 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室4

健康福祉センシン
グ特論Ⅰ

物質機能設計特論Ⅰ
健康福祉ﾊﾞｲｵｴﾚｸ
ﾄﾛﾆｸｽ特論Ⅰ

石田 荻野 田畑

小・講義室4 小・講義室4 小・講義室5

食料資源安全科学特
論Ⅰ

豊田

小・講義室5

エネルギー変換技
術特論Ⅱ

人工知能応用特論
Ⅱ

数理生物情報学特
論Ⅱ

応用環境計測予測
学特論Ⅱ

生命環境情報学特論
Ⅱ

物質機能分析特論
Ⅱ

銭 堀田 小山・鈴木(康) 中嶋 篠原 レンゴロ

小・講義室5 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室4

健康福祉センシン
グ特論Ⅰ

物質機能設計特論Ⅱ
健康福祉ﾊﾞｲｵｴﾚｸ
ﾄﾛﾆｸｽ特論Ⅱ

石田 荻野 田畑

小・講義室4 小・講義室4 小・講義室5

食料資源安全科学特
論Ⅱ

豊田

小・講義室5

先進物質機能設計
特論Ⅰ

先進物質機能分析
特論Ⅰ

先進応用環境計測
学特論Ⅰ

先進エネルギー材料
物性特論Ⅰ

先進材料情報学特論
Ⅰ

先進統計数理情報
学特論Ⅰ

先進健康福祉ロボ
ティクス特論Ⅰ

先進健康福祉シス
テム工学特論Ⅰ

先進環境物質循環特
論Ⅰ

荻野 レンゴロ 中嶋 村上 大島 山田 水内 西舘 中田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進計測情報学特
論Ⅰ

先進農業環境予測
学特論Ⅰ

先進健康福祉電気
電子工学特論Ⅰ

先進物質機能制御
特論Ⅰ

先進農業環境情報
学特論Ⅰ

岩見 山下 有馬 花﨑 浅田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進物質機能設計
特論Ⅱ

先進物質機能分析
特論Ⅱ

先進応用環境計測
学特論Ⅱ

先進エネルギー材料
物性特論Ⅱ

先進材料情報学特論
Ⅱ

先進統計数理情報
学特論Ⅱ

先進健康福祉ロボ
ティクス特論Ⅱ

先進健康福祉シス
テム工学特論Ⅱ

先進環境物質循環
特論Ⅱ

荻野 レンゴロ 中嶋 村上 大島 山田 水内 西舘 中田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進計測情報学特
論Ⅱ

先進農業環境予測
学特論Ⅱ

先進健康福祉電気
電子工学特論Ⅱ

先進物質機能制御
特論Ⅱ

先進農業環境情報学特
論Ⅱ

岩見 山下 有馬 花﨑 浅田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進数理生物情報
学特論Ⅰ

先進生命環境情報
学特論Ⅰ

先進人工知能応用
特論Ⅰ

先進微生物情報科
学特論Ⅰ

先進エネルギー変換技
術特論Ⅰ

先進分子構造情報
学特論Ⅰ

先進エネルギー材
料設計特論Ⅰ

先進食料生産シス
テム特論Ⅰ

先進健康福祉コン
ピューティング特論Ⅰ

小山 篠原 堀田 鈴木(康) 銭 福谷 富永 鈴木(丈) 藤波

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進環境物質分析
特論Ⅰ

先進健康福祉バイオエ
レクトロニクス特論Ⅰ

先進応用環境予測学
特論Ⅰ

赤井 田畑 瀨戸

研究室 研究室 研究室

先進健康福祉データ駆
動型制御特論Ⅰ

瀋

研究室

先進数理生物情報
学特論Ⅱ

先進生命環境情報
学特論Ⅱ

先進人工知能応用
特論Ⅱ

先進微生物情報科
学特論Ⅱ

先進エネルギー変換技
術特論Ⅱ

先進分子構造情報
学特論Ⅱ

先進エネルギー材
料設計特論Ⅱ

先進食料生産シス
テム特論Ⅱ

先進健康福祉コン
ピューティング特論Ⅱ

小山 篠原 堀田 鈴木(康) 銭 福谷 富永 鈴木(丈) 藤波

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進環境物質分析
特論Ⅱ

先進健康福祉バイオエ
レクトロニクス特論Ⅱ

先進応用環境予測学
特論Ⅱ

赤井 田畑 瀨戸

研究室 研究室 研究室

先進健康福祉データ駆
動型制御特論Ⅱ

瀋

研究室
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）

１
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第
１
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１
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第
２
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先
進
学
際
科
学
府
　
先
進
学
際
科
学
専
攻
　
博
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前
期
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（
１
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１
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１
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１
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第
２
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３
学
期
　
第
１
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  10:30～
12:00

 13:00～
14:30

課程 開講学期
火 水 金

2027年度授業時間割表　【大学院先進学際科学府　博士前期課程・博士後期課程】

開講時期   ４月～５月   ６月～７月  １０月～１１月  １２月～１月 時間
  8:45～
10:15

  14:45～
16:15

  16:30～
18:00

ー設置等の趣旨（資料）ー46ー



学期 １学期 第１ターム １学期 第２ターム ３学期 第１ターム ３学期 第２ターム 時限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限

★「先進学際科学府博士前期課程」「先進学際科学府博士後期課程（「共同先進健康科学専攻」を除く）」では、4ターム制を採用する。ただし、原則的に学府及び学部に適用する学年暦を準用する。１学期を第１ターム,第２ターム、３学期を第１ターム,第２タームに期間を分ける。

１学期 第１ターム   最終授業日 火曜日5/30、水曜日6/7、金曜日6/9 ３学期 第１ターム 最終授業日 火曜日11/21、水曜日11/22、金曜日12/1

１学期 第２ターム 初回授業日 火曜日6/6、水曜日6/14、金曜日6/16 ３学期 第２ターム 初回授業日 火曜日11/28、水曜日11/29、金曜日12/8

小・講義室1-3＝小金井・BASE棟１階講義室1～3 小・講義室4＝小金井・BASE棟１階講義室4 小・講義室5＝小金井・BASE棟２階講義室5 府中先進201：府中先進学際科学府棟２階 研究室＝各研究室

月 木

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5

実践情報・デジタル
演習I

エネルギーシステ
ム工学特論Ⅰ

食料‧環境情報科
学特論

予測情報学特論
農業環境情報学特

論Ⅰ
応用計測情報学特論

Ⅰ
資源・エネルギー
情報科学特論

健康・福祉情報科
学特論

堀田・山田・山下 池上 庄司 岩見 山下・浅田 岩見・大島 銭 西舘

小・講義室1-3 小・講義室1-3 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室1-3 小・講義室1-3

健康福祉電気電子
工学特論Ⅰ

エネルギー材料設
計特論Ⅰ

有馬 富永

小・講義室5 小・講義室4

生物環境応答特論
Ⅰ

健康福祉メカニクス特
論Ⅰ

梅澤 水内

小・講義室4 小・講義室5

実践情報・デジタル
演習Ⅱ

エネルギーシステ
ム工学特論Ⅱ

農業環境情報学特
論Ⅱ

応用計測情報学特論
Ⅱ

堀田・山田・山下 池上 浅田・山下 大島・岩見

小・講義室1-3 小・講義室1-3 府中先進201 小・講義室1-3

健康福祉電気電子
工学特論Ⅱ

エネルギー材料設
計特論Ⅱ

有馬 富永

小・講義室5 小・講義室4

生物環境応答特論
Ⅱ

健康福祉メカニクス特
論Ⅱ

梅澤 水内

小・講義室4 小・講義室5

地盤環境学特論Ⅰ
健康福祉システム
工学特論Ⅰ

人工知能応用特論
Ⅰ

数理生物情報学特
論Ⅰ

応用環境計測予測
学特論Ⅰ

生命環境情報学特論
Ⅰ

健康福祉コンピュ
ーティング特論Ⅰ

橋本 瀋　迅 山田 小山・鈴木(康) 瀬戸 篠原・福谷 藤波

小・講義室5 小・講義室1-3 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室5

物質機能制御特論
Ⅰ

環境物質循環特論
Ⅰ

花﨑 中田

小・講義室4 小・講義室4

食料資源機能創製
特論Ⅰ

梶田

小・講義室5

地盤環境学特論Ⅱ
健康福祉システム
工学特論Ⅱ

人工知能応用特論
Ⅱ

数理生物情報学特
論Ⅱ

応用環境計測予測
学特論Ⅱ

生命環境情報学特論
Ⅱ

健康福祉コンピュ
ーティング特論Ⅱ

橋本 瀋　迅 堀田 鈴木(康)・小山 瀬戸 福谷・篠原 藤波

小・講義室5 小・講義室1-3 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室5

物質機能制御特論
Ⅱ

環境物質循環特論
Ⅱ

花﨑 中田

小・講義室4 小・講義室4

食料資源機能創製
特論Ⅱ

梶田

小・講義室5

先進地盤環境学特
論Ⅰ

先進健康福祉セン
シング特論Ⅰ

先進応用環境計測
学特論Ⅰ

先進材料情報学特
論Ⅰ

先進資源エネル
ギー工学特論Ⅰ

先進統計数理情報
学特論Ⅰ

先進農業環境情報
学特論Ⅰ

橋本 石田 中嶋 大島 富永 山田 浅田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進計測情報学特
論Ⅰ

先進農業環境予測
学特論Ⅰ

先進RNA生物情報
学特論Ⅰ

岩見 山下 庄司

研究室 研究室 研究室

先進食料資源安全
科学特論Ⅰ

先進健康福祉知覚
認知処理特論Ⅰ

豊田 古宮

研究室 研究室

先進地盤環境学特
論Ⅱ

先進健康福祉セン
シング特論Ⅱ

先進応用環境計測
学特論Ⅱ

先進材料情報学特
論Ⅱ

先進資源エネル
ギー工学特論Ⅱ

先進統計数理情報
学特論Ⅱ

先進農業環境情報
学特論Ⅱ

橋本 石田 中嶋 大島 富永 山田 浅田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進計測情報学特
論Ⅱ

先進農業環境予測
学特論Ⅱ

先進RNA生物情報
学特論Ⅱ

岩見 山下 庄司

研究室 研究室 研究室

先進食料資源安全
科学特論Ⅱ

先進健康福祉知覚
認知処理特論Ⅱ

豊田 古宮

研究室 研究室

先進数理生物情報
学特論Ⅰ

先進生命環境情報
学特論Ⅰ

先進人工知能応用
特論Ⅰ

先進微生物情報科
学特論Ⅰ

先進応用環境予測学
特論Ⅰ

先進分子構造情報
学特論Ⅰ

先進食料資源機能
創製特論Ⅰ

小山 篠原 堀田 鈴木(康) 瀨戸 福谷 梶田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進生物環境応答
特論Ⅰ

先進エネルギーシ
ステム工学特論Ⅰ

梅澤 池上

研究室 研究室

先進数理生物情報
学特論Ⅱ

先進生命環境情報
学特論Ⅱ

先進人工知能応用
特論Ⅱ

先進微生物情報科
学特論Ⅱ

先進応用環境予測学
特論Ⅱ

先進分子構造情報
学特論Ⅱ

先進食料資源機能
創製特論Ⅱ

小山 篠原 堀田 鈴木(康) 瀨戸 福谷 梶田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進生物環境応答
特論Ⅱ

先進エネルギーシ
ステム工学特論Ⅱ

梅澤 池上

研究室 研究室

2028年度授業時間割表　【大学院先進学際科学府　博士前期課程・博士後期課程】

開講時期   ４月～５月頃   ６月～７月頃  １０月～１１月頃  １２月～１月頃 時間
  8:45～
10:15

  14:45～
16:15

  16:30～
18:00

課程 開講学期
火 水 金
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学期 １学期 第１ターム １学期 第２ターム ３学期 第１ターム ３学期 第２ターム 時限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限

★「先進学際科学府博士前期課程」「先進学際科学府博士後期課程（「共同先進健康科学専攻」を除く）」では、4ターム制を採用する。ただし、原則的に学府及び学部に適用する学年暦を準用する。１学期を第１ターム,第２ターム、３学期を第１ターム,第２タームに期間を分ける。

１学期 第１ターム   最終授業日 火曜日5/29、水曜日5/30、金曜日6/8 ３学期 第１ターム 最終授業日：火曜日11/20、水曜日11/21、金曜日11/30

１学期 第２ターム 初回授業日 火曜日6/5、水曜日6/6、金曜日6/15 ３学期 第２ターム 初回授業日：火曜日11/27、水曜日11/28、金曜日12/7

小・講義室1-3＝小金井・BASE棟１階講義室1～3 小・講義室4＝小金井・BASE棟１階講義室4 小・講義室5＝小金井・BASE棟２階講義室5  府中先進201：府中先進学際科学府棟２階 研究室＝各研究室

月 木

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5

実践情報・デジタル
演習I

エネルギー材料物
性特論Ⅰ

食料‧環境情報科
学特論

予測情報学特論
農業環境情報学特

論Ⅰ
応用計測情報学特論

Ⅰ
資源・エネルギー
情報科学特論

健康・福祉情報科
学特論

掘田・山下・山田 村上尚 庄司 岩見 山下・浅田 岩見・大島 富永 西舘

小・講義室1-3 小・講義室5 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室1-3 小・講義室1-3

食料生産システム
特論Ⅰ

健康福祉知覚認知処
理特論Ⅰ

鈴木（丈） 古宮

小・講義室1-3 小・講義室5

環境物質分析特論Ⅰ

赤井

小・講義室4

実践情報・デジタル
演習Ⅱ

エネルギー材料物
性特論Ⅱ

農業環境情報学特
論Ⅱ

応用計測情報学特論
Ⅱ

堀田・山下・山田 村上尚 山下・浅田 岩見・大島

小・講義室1-3 小・講義室5 府中先進201 小・講義室1-3

食料生産システム
特論Ⅱ

健康福祉知覚認知処
理特論Ⅱ

鈴木（丈） 古宮

小・講義室1-3 小・講義室5

環境物質分析特論Ⅱ

赤井

小・講義室4

エネルギー変換技
術特論Ⅰ

人工知能応用特論
Ⅰ

数理生物情報学特
論Ⅰ

応用環境計測予測
学特論Ⅰ

生命環境情報学特論
Ⅰ

物質機能分析特論
Ⅰ

銭 山田 小山・鈴木(康) 中嶋 篠原 レンゴロ

小・講義室5 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室4

健康福祉センシン
グ特論Ⅰ

物質機能設計特論Ⅰ
健康福祉ﾊﾞｲｵｴﾚｸ
ﾄﾛﾆｸｽ特論Ⅰ

石田 荻野 田畑

小・講義室4 小・講義室4 小・講義室5

食料資源安全科学特
論Ⅰ

豊田

小・講義室5

エネルギー変換技
術特論Ⅱ

人工知能応用特論
Ⅱ

数理生物情報学特
論Ⅱ

応用環境計測予測
学特論Ⅱ

生命環境情報学特論
Ⅱ

物質機能分析特論
Ⅱ

銭 堀田 小山・鈴木(康) 中嶋 篠原 レンゴロ

小・講義室5 小・講義室1-3 府中先進201 府中先進201 小・講義室1-3 小・講義室4

健康福祉センシン
グ特論Ⅰ

物質機能設計特論Ⅱ
健康福祉ﾊﾞｲｵｴﾚｸ
ﾄﾛﾆｸｽ特論Ⅱ

石田 荻野 田畑

小・講義室4 小・講義室4 小・講義室5

食料資源安全科学特
論Ⅱ

豊田

小・講義室5

先進物質機能設計
特論Ⅰ

先進物質機能分析
特論Ⅰ

先進応用環境計測
学特論Ⅰ

先進エネルギー材料
物性特論Ⅰ

先進材料情報学特論
Ⅰ

先進統計数理情報
学特論Ⅰ

先進健康福祉ロボ
ティクス特論Ⅰ

先進健康福祉シス
テム工学特論Ⅰ

先進環境物質循環特
論Ⅰ

荻野 レンゴロ 中嶋 村上 大島 山田 水内 西舘 中田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進計測情報学特
論Ⅰ

先進農業環境予測
学特論Ⅰ

先進健康福祉電気
電子工学特論Ⅰ

先進物質機能制御
特論Ⅰ

先進農業環境情報
学特論Ⅰ

岩見 山下 有馬 花﨑 浅田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進物質機能設計
特論Ⅱ

先進物質機能分析
特論Ⅱ

先進応用環境計測
学特論Ⅱ

先進エネルギー材料
物性特論Ⅱ

先進材料情報学特論
Ⅱ

先進統計数理情報
学特論Ⅱ

先進健康福祉ロボ
ティクス特論Ⅱ

先進健康福祉シス
テム工学特論Ⅱ

先進環境物質循環
特論Ⅱ

荻野 レンゴロ 中嶋 村上 大島 山田 水内 西舘 中田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進計測情報学特
論Ⅱ

先進農業環境予測
学特論Ⅱ

先進健康福祉電気
電子工学特論Ⅱ

先進物質機能制御
特論Ⅱ

先進農業環境情報学特
論Ⅱ

岩見 山下 有馬 花﨑 浅田

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進数理生物情報
学特論Ⅰ

先進生命環境情報
学特論Ⅰ

先進人工知能応用
特論Ⅰ

先進微生物情報科
学特論Ⅰ

先進エネルギー変換技
術特論Ⅰ

先進分子構造情報
学特論Ⅰ

先進エネルギー材
料設計特論Ⅰ

先進食料生産シス
テム特論Ⅰ

先進健康福祉コン
ピューティング特論Ⅰ

小山 篠原 堀田 鈴木(康) 銭 福谷 富永 鈴木(丈) 藤波

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進環境物質分析
特論Ⅰ

先進健康福祉バイオエ
レクトロニクス特論Ⅰ

先進応用環境予測学
特論Ⅰ

赤井 田畑 瀨戸

研究室 研究室 研究室

先進健康福祉データ駆
動型制御特論Ⅰ

瀋

研究室

先進数理生物情報
学特論Ⅱ

先進生命環境情報
学特論Ⅱ

先進人工知能応用
特論Ⅱ

先進微生物情報科
学特論Ⅱ

先進エネルギー変換技
術特論Ⅱ

先進分子構造情報
学特論Ⅱ

先進エネルギー材
料設計特論Ⅱ

先進食料生産シス
テム特論Ⅱ

先進健康福祉コン
ピューティング特論Ⅱ

小山 篠原 堀田 鈴木(康) 銭 福谷 富永 鈴木(丈) 藤波

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

先進環境物質分析
特論Ⅱ

先進健康福祉バイオエ
レクトロニクス特論Ⅱ

先進応用環境予測学
特論Ⅱ

赤井 田畑 瀨戸

研究室 研究室 研究室

先進健康福祉データ駆
動型制御特論Ⅱ

瀋

研究室

３
学
期
　
第
１
タ
ー

ム

３
学
期
　
第
２
タ
ー

ム

３
学
期
　
第
２
タ
ー

ム

先
進
学
際
科
学
府
　
先
進
学
際
科
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程

（
１
年
次
～

3
年
次

）

１
学
期
　
第
１
タ
ー

ム

１
学
期
　
第
２
タ
ー

ム

先
進
学
際
科
学
府
　
先
進
学
際
科
学
専
攻
　
博
士
前
期
課
程

（
１
年
次

、
２
年
次

）

１
学
期
　
第
１
タ
ー

ム

１
学
期
　
第
２
タ
ー

ム

３
学
期
　
第
１
タ
ー

ム

  10:30～
12:00

 13:00～
14:30

課程 開講学期
火 水 金

2029年度授業時間割表　【大学院先進学際科学府　博士前期課程・博士後期課程】

開講時期   ４月～５月   ６月～７月  １０月～１１月  １２月～１月 時間
  8:45～
10:15

  14:45～
16:15

  16:30～
18:00
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学年 月 研究指導 関連科目
入学前 主指導教員決定、研究計画相談

4

副指導教員決定、研究計画指導
→研究計画・研究指導計画書提出
既往研究の調査、博士論文テーマ決定

先進学際科学特別セミナー（必修・通年）
先進学際科学特別研究（必修・通年）

5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4 研究計画・研究指導計画書提出
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4 研究計画・研究指導計画書提出
5
6
7
8
9
10
11
12 学位論文審査申請
1 学位論文審査委員、主査・副査決定
2 博士論文公聴会・最終試験
3 学位授与

修了までのスケジュール

１年

２年

３年

学
位
論
文

審
査

研

究

指

導
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○国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会規程 

(令和5年9月20日教規程第40号) 

改正 令和6年4月1日規程第12号 令和7年4月1日規則第3号

令和7年5月14日規程第27号 令和7年7月1日規則第5号

令和8年4月1日規程第30号 
 

(設置) 

第1条 国立大学法人東京農工大学における研究倫理等について、全学的立場から審議す

るため、本学に国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を

置く。 

(審議事項) 

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 研究倫理指針に関すること。 

(2) 研究活動上の不正行為の防止及び対応に関すること。 

(3) 研究インテグリティに関すること。 

(4) その他委員会が、必要と認める事項に関すること。 

(組織) 

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 研究倫理を担当する理事 

(2) 学術及び研究（学術連携含む。）を担当する副学長 

(3) 農学研究院副院長又は農学府副府長、工学研究院副院長又は工学府副府長、生物

システム応用科学府副府長及び先進学際科学府副府長 

(4) 農学研究院及び工学研究院の教員 各1人 

(5) 学術研究支援総合センター研究リスクマネジメント部門長 

(6) 研究推進部長 

(7) 総務部長 

(8) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者 

2 前項第4号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠

員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号の委員をもっ

て充て、副委員長は、委員の互選により選出する。 

2 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。 

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

(委員会) 

第5条 委員会は、委員長が招集するものとする。 
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2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

(招集の請求) 

第6条 委員長は、次の各号に掲げる場合は、早急に委員会を招集しなければならない。 

(1) 緊急性のある審議事項が発生した場合 

(2) 委員3分の1以上の請求がある場合 

(委員以外の者の出席) 

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

(研究インテグリティ・マネジメント専門委員会) 

第8条 委員会に研究インテグリティ・マネジメント専門委員会（以下「専門委員会」と

いう。）を置く。 

2 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 第3条に規定する委員 

(2) 研究推進部長研究総括・リスクマネジメント課長 

(3) 総務部人事課長 

3 委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。 

4 専門委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規則等の制定及び改廃の審議に関する

事項 

(2) 研究インテグリティ・マネジメントに係る要請等に関する事項 

(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項 

(4) 研究インテグリティ・マネジメントに係る教育研修に関する事項 

(5) その他研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項 

(小委員会) 

第9条 委員会に小委員会を置くことができる。 

2 小委員会の委員は、委員会が選出する。 

3 小委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

(事務) 

第10条 委員会の事務は、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理す

る。 

(雑則) 

第 11 条 この規程に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、委員会が定める。 
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附 則 

1 この規程は、令和5年9月20日から施行する。 

2 国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会細則（平成17年11月21日17経教細則第1

3号）は廃止する。 

附 則(令和6年4月1日規程第12号) 

この規程は、令和6年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年4月1日規則第3号) 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年5月14日規程第27号) 

この規定は、令和7年5月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。 

附 則(令和7年7月1日規則第5号) 

この規則は、令和7年7月1日から施行する。 

附 則(令和8年4月1日規程第30号) 

この規程は、令和8年4月1日から施行する。 
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○東京農工大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程 

(平成27年4月1日教規程第23号) 

改正 平成27年7月1日規程第47号 平成28年4月1日規程第6号 

平成30年4月1日規程第12号 平成31年4月1日規程第19号 

令和元年6月27日規程第9号 令和元年8月1日教規程第10号 

令和3年4月1日規程第15号 令和4年4月1日教規程第7号 

令和5年1月1日規則第11号 令和5年4月19日教規程第22号

令和5年7月1日規程第33号 令和7年7月1日規則第5号 
 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この規程は、東京農工大学(以下「本学」という。)における研究活動上の不正行

為の防止及び不正行為が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定める。 

(定義) 

第2条 この規程において「不正行為」とは、次の各号に掲げる行為をいう。 

(1) 特定不正行為 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく

怠ったことにより、投稿論文など発表された研究成果に示された以下の行為をいう。 

ア 捏造(fabrication) 存在しないデータ又は研究・実験結果等を作成する行為 

イ 改ざん(falsification) 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ

又は研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する行為 

ウ 盗用(plagiarism) 他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、

論文又は用語(当該研究者特有の用語に限る。)を当該研究者の了解又は適切な表

示なく流用する行為 

(2) 不正とみなされる行為 特定不正行為以外の研究活動上の不適切な行為であって、

以下に掲げるもののうち、研究者としての行動規範及び社会通念に照らして研究倫

理からの逸脱の程度が甚だしいものをいう。 

ア 二重投稿 同一内容とみなされる研究論文を複数作成して異なる雑誌等に発表

する行為(投稿先学術雑誌等の規定を満たし、二重投稿と解されない状態となった

ものは除く。) 

イ 不適切なオーサシップ 研究論文の著者リストにおいて、著者としての資格を

有しない者を挙げ、又は著者としての資格を有する者を除外する行為 

ウ 前各号以外の研究活動上の不適切な行為 

2 この規程において「研究者等」とは、本学に雇用されて研究活動に従事している者並

びに本学の施設及び設備を利用して研究に携わる者をいう。 
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3 この規程において「研究データ」とは、実験・観察記録ノート、実験データその他の

研究資料等、研究に基づき外部に発表する論文及び研究成果(以下「研究成果」とい

う。)を導出するために必要とした各種データ等のことをいう。 

4 この規程において「部局等」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第

1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項並びに第6

条第1項及び第3項に定める組織及び施設をいう。 

(研究者等の責務) 

第3条 研究者等は、高い倫理観を保持し、研究活動上の不正行為を行ってはならず、ま

た、他者による不正行為の防止に努めなければならない。 

2 研究者等は、不正行為を防止するために学内規則等を遵守し、また、第5条から第7

条までに規定する者の指示に従わなければならない。 

3 研究者等は、採用後速やかに本学が指定する研究者倫理に関する教育(以下「研究倫理

教育」という。)を必ず受け、修了しなければならず、また、その後も定期的に研究倫

理教育を受講しなければならない。 

4 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可

能性を担保するため、研究データを第37条に規定する期間適切に保存・管理し、開示

の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。 

(研究責任者の遵守事項) 

第4条 研究室等の責任者、競争的研究資金における補助金等の研究代表者、共同研究の

研究担当者及び研究プロジェクトの責任者となる研究者(以下「研究責任者」という。)

は、健全な研究活動を保持し、かつ、研究不正が起こらない研究環境を形成するため、

次の各号に定める事項を遵守するものとする。 

(1) 研究責任者は、各研究室等の研究施設内において、研究データ及び実験手続など

に関し、適宜確認すること。 

(2) 研究責任者は、研究者に対して、研究データは、個人の私的研究記録ではなく、

国立大学法人東京農工大学研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規程に定

める原則として本学に帰属する有体物として、研究者管理の研究データを管理すべ

きである旨の意識を持たせ適切に管理させるとともに、研究データの記載の方法に

関し指導を徹底すること。 

(3) 研究責任者は、研究者に対して、研究データなどを記録した紙及び電子記録媒体

などは、論文など成果物の発表後も第37条に規定する期間保存・管理し、他の研究

者からの問い合わせ及び調査照会などにも対応できるよう指導を徹底すること。 

(4) 論文を共同で発表するときには、責任著者と共著者との間で責任の分担を確認す

ること。 

第2章 不正防止のための体制 

(最高管理責任者) 
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第5条 最高管理責任者は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、法人全体を統

括する権限と責任を有する者とし、学長をもって充てる。 

2 最高管理責任者は、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。 

(総括責任者) 

第6条 本学における研究不正に関する申し立ての処理を総括するため、総括責任者を置

く。 

2 総括責任者は、国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会(以下「研究倫理委員会」)

委員長をもって充てる。 

3 総括責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究活動等の不正防止について本学全体を

統括する実質的な責任と権限を持つ。 

(研究倫理教育責任者) 

第7条 本学における研究倫理教育を実施するため、研究倫理教育責任者を置く。 

2 研究倫理教育責任者は、研究倫理委員会副委員長をもって充てる。 

(研究倫理教育の実施) 

第8条 研究倫理教育責任者は、不正行為を防止するため、研究者等に研究倫理教育を実

施する。 

2 研究倫理教育を実施するにあたっては、研究者等の職種又は業務実態に則した教育が

受講できるよう留意する。 

3 研究倫理教育責任者は、本学学生(学部学生及び大学院生)に対して、研究者倫理に関

する規範意識を徹底していくため、研究倫理教育を実施する。 

第3章 通報の受付 

(通報窓口の設置) 

第9条 不正行為に関する通報又は相談に対応するための通報窓口を研究推進部研究総

括・リスクマネジメント課に設置し、担当者を置く。 

2 通報窓口は、客観性及び透明性を向上する観点から、外部の機関(第三者)へ業務委託

をすることができる。 

(通報の取扱い) 

第10条 研究活動上の不正行為があると思料する者は、何人も通報窓口を通じ、通報を

行うことができる。 

2 通報は、電子メール、書面、電話、ファクシミリ又は面談によるものとする。 

3 通報は、原則として通報者の氏名、所属、住所等及び不正行為の存在が客観的な根拠

とともに示されるもののみを受け付ける。ただし、通報者は、その後の調査において

氏名の秘匿を希望することができるものとする。この場合において、当該通報者に対

するこの規程に定める通知及び報告は、通報窓口を通じて行うものとする。 
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4 通報窓口は、匿名による通報があったときは、不正行為の存在が客観的な根拠ととも

に示されるもののみ受け付けるものとする。この場合において、当該通報者に対する

この規程に定める通知及び報告は、行わないものとする。 

5 通報窓口は、通報を受け付けたときには、速やかに、最高管理責任者及び統括責任者

に報告するものとする。 

6 報道機関、所管官庁等及び学会等の研究コミュニティ等の外部機関から不正行為の疑

いが指摘されたときは、第4項に規定する通報を受け付けたものとして取扱うものと

する。 

7 インターネット上に本学に係る不正行為の疑いが掲載されていることを本学が独自に

把握した場合は、第4項に規定する通報を受け付けたものとして取扱うものとする。 

8 本学以外の機関に係る内容の通報があった場合には、当該機関へ回付するものとする。 

(通報の相談) 

第11条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、通報の是非又は手続につ

いて疑問がある者は、通報窓口に対して相談をすることができる。 

2 通報の意思を明示しない相談があったときは、通報窓口は、その内容を確認して相当

の理由があると認めたときは、相談者に対して通報の意思の有無を確認するものとす

る。 

3 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不

正行為を求められている等であるときは、通報窓口は、最高管理責任者及び統括責任

者に報告するものとする。 

4 前項の報告があったときは、最高管理責任者又は統括責任者は、その内容を確認し、

相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うも

のとする。 

(通報窓口担当者の義務) 

第12条 通報窓口の担当者は、通報又は相談を受け付けるに際し、面談による場合は個

室にて実施し、電子メール、書面、電話又はファクシミリ等による場合はその内容を

他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施し

なければならない。 

2 前項、次条及び第14条の規定は、通報の相談について準用する。 

第4章 関係者の取扱い 

(秘密保護義務) 

第13条 この規程に定める業務に携わるすべての者は、業務上知ることのできた秘密を

漏らしてはならない。本学の役員又は職員等でなくなった後も、同様とする。 

2 最高管理責任者及び総括責任者は、通報内容及び通報者の秘密を守るとともに、通報

についての調査結果の公表まで、通報者及び被通報者の意に反して調査の関係者以外

に漏洩しないよう、関係者の秘密保持を徹底する。 
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3 最高管理責任者又は総括責任者は、当該通報に係る事案が外部に漏洩した場合は、通

報者及び被通報者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事実について公に説明す

ることができる。ただし、通報者又は被通報者の責に帰すべき事由により漏洩したと

きは、当該者の了解は不要とする。 

4 最高管理責任者、総括責任者又はその他の関係者は、通報者、被通報者、調査協力者

又は関係者に連絡又は通知をするときは、通報者、被通報者、調査協力者及び関係者

等の人権、名誉及びプライパシー等を侵害することのないように、配慮しなければな

らない。 

(通報者及び被通報者の保護) 

第14条 本学に所属する全ての者は、通報をしたことを理由として、当該通報者に対し

て不利益な取扱いをしてはならない。 

2 最高管理責任者は、通報者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、国立大

学法人東京農工大学職員就業規則及び国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程に従っ

て、その者に対して処分を課すことができる。 

3 最高管理責任者は、悪意に基づく通報であることが判明しない限り、単に通報したこ

とを理由に当該通報者に対して解雇、配置換、懲戒処分、降格、減給その他当該通報

者に不利益な措置等を行ってはならない。 

4 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に通報がなされたことのみをもっ

て、当該被通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

5 最高管理責任者は、相当な理由なしに、被通報者に対して不利益な取扱いを行った者

がいた場合は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則及び国立大学法人東京農工大

学職員懲戒規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。 

6 最高管理責任者は、相当な理由なしに、単に通報がなされたことのみをもって、当該

被通報者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換、懲戒処分、降格、減給その他当

該被通報者に不利益な措置等を行ってはならない。 

(悪意に基づく通報) 

第15条 第19条に規定する調査委員会が、調査の過程において当該通報が悪意に基づく

ものであったと判断した場合は、直ちに調査を中止し、当該通報を悪意に基づくもの

と認定のうえ、最高管理責任者に報告しなければならない。 

2 調査の結果、悪意に基づく通報であると認定された場合は、最高管理責任者は、必要

に応じて、当該通報者の氏名の公表、懲戒処分及び刑事告発等適正な措置を講じるこ

とができる。 

3 最高管理責任者は、前項の処分が課せられたときは、当該事案に係る研究費等の資金

配分機関及び関係省庁(以下「関係機関等」という。)に対して、その措置の内容等を通

知する。 

第5章 不正行為の調査 
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(予備調査の実施) 

第16条 第10条の規定に基づく通報があった場合又は総括責任者がその他の理由により

予備調査の必要を認めた場合は、総括責任者は予備調査委員会を設置し、研究不正等

の疑義が生じている研究分野の複数の関係する専門家等の協力を得て、速やかに予備

調査を実施しなければならない。 

2 予備調査委員会は、総括責任者が指名する 3 名以上の委員によって組織する。ただし、

委員は、通報者及び被通報者と直接の利害関係がない者とする。 

3 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調

査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことがで

きる。 

4 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る研究データ等を保全する措置をとること

ができる。 

(予備調査の方法) 

第17条 予備調査委員会は、通報された行為が行われた可能性、通報の際に示された科

学的理由の論理性、通報内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項

について、予備調査を行う。 

2 通報がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた通報についての予備調査

を行う場合は、取り下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題とし

て調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。 

(本調査の決定等) 

第18条 予備調査委員会は、通報を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起

算して30日以内に、予備調査結果を最高管理責任者及び総括責任者に報告する。 

2 総括責任者は、予備調査結果を踏まえ、最高管理責任者と協議の上、本調査を行うか

否かを直ちに決定する。 

3 総括責任者は、本調査を実施することを決定したときは、通報者及び被通報者に対し

て本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。 

4 総括責任者は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して通報者

に通知する。この場合には、関係機関等又は通報者の求めがあった場合に開示するこ

とができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。 

5 総括責任者は、本調査を実施することを決定したときは、関係機関等に本調査を行う

旨を報告するものとする。 

(研究者倫理調査委員会の設置) 

第19条 総括責任者は、前条において本調査の実施を決定したときは、研究倫理委員会

のもとに研究者倫理調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、速やかに事実

関係を調査させなければならない。 
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2 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、委員の半数以上は

本学に属さない外部有識者とする。 

(1) 本学役員、教育職員、事務職員の中から総括責任者が指名する者 若干名 

(2) 弁護士、公認会計士、研究経験を持つ者等、総括責任者が指名する学外の有識者

若干名 

3 前項の委員は、通報者及び被通報者と直接の利害関係がない者とする。 

4 委員会に委員長を置き、研究倫理委員会委員長をもって充てる。ただし、研究倫理委

員会委員長が通報者及び被通報者と直接の利害関係者である場合は、第2項に規定す

る者の中から選出するものとする。 

5 総括責任者は調査委員会を組織した後、被通報者及び通報者に対し、委員の氏名及び

所属等を含む調査委員会構成を通知することとする。 

6 被通報者及び通報者は、調査委員会構成の公正性に問題があると判断した場合、当該

構成の通知日から7日以内であれば異議の申立てができる。総括責任者はその内容を

確認し、妥当と認めた場合、調査委員会の委員を変更することができるものとし、そ

の旨を被通報者及び通報者に通知する。 

(本調査の実施) 

第20条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して30日以内に、本調

査を開始するものとする。 

2 調査委員会は、通報において指摘された当該研究に係る研究データの精査及び関係者

のヒアリング等の方法により、不正行為について、事実の有無、その内容、関与した

者及びその関与の程度等を調査するものとする。また、内容により被通報者の他事案

における不正行為の有無について調査すべきと思料される場合は、通報に係る事案以

外の調査も行うものとする。 

3 調査委員会は、被通報者及びその他当該通報に係る事案に関係する者に対し、関係資

料の提出、事実の証明、事情聴取及びその他調査に必要な事項を求めることができる。 

4 調査委員会は、被通報者による弁明の機会を設けなければならない。 

5 調査委員会は、被通報者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求める

ことができる。また、被通報者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要

性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものと

する。 

6 調査委員会は、関係する部局等の長に対し、調査協力等適切な対応を指示することが

できる。 

7 通報者、被通報者及びその他当該通報に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施

できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に

協力しなければならない。 

(証拠の保全) 
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第21条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、通報された事案に係る研究活動

に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。 

2 通報された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調査委員会

は、通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を

保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。 

(調査の中間報告) 

第22条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、関係機関等の求めに応じ、本調査

の中間報告を当該関係機関等に提出するものとする。 

(調査における研究又は技術上の情報の保護) 

第23条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文

等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩すること

のないよう、十分記慮するものとする。 

(不正行為の疑惑への説明責任) 

第24条 調査委員会の本調査において、被通報者が通報された事案に係る研究活動に関

する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に

適正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切

な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。 

2 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第20条第5項の保障を与えなけ

ればならない。 

第6章 不正行為の認定 

(認定の手続) 

第25条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容を

まとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質

性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文

等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。 

2 調査委員会は、150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、

その理由及び認定の予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得るもの

とする。 

3 最高管理責任者は、前項の承認をした場合には、関係機関等へ報告するものとする。 

4 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて

通報が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うもの

とする。 

5 調査委員会は、前項の認定を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければ

ならない。 

6 調査委員会は、第1項及び第4項に定める認定が終了したときは、直ちに、最高管理

責任者に報告しなければならない。 
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(認定の方法) 

第26条 調査委員会は、通報者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物

的・科学的証拠、証言又は被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為

か否かの認定を行うものとする。 

2 調査委員会は、被通報者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはで

きない。 

3 調査委員会は、被通報者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑い

を覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。研究データ及び関

係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により、被通報者が不正

行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。 

(調査結果の通知及び報告) 

第27条 最高管理責任者は、速やかに、調査結果(認定を含む。)を通報者、被通報者及

び被通報者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものと

する。 

2 研究活動上の不正行為に関与したと認定された者が本学以外の機関に所属している場

合は、その所属機関にも通知する。 

3 最高管理責任者は、前2項の通知に加えて、調査結果を関係機関等に報告するものと

する。 

4 最高管理責任者は、悪意に基づく通報との認定があった場合において、通報者が本学

以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。 

(不服申立て) 

第28条 研究活動上の不正行為に関与したと認定された者は、通知を受けた日から起算

して14日以内に、調査委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、その

期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。 

2 通報が悪意に基づくものと認定された通報者(前項の規定による不服申立ての審議の段

階で悪意に基づく通報と認定された者を含む。)は、その認定について、前項の例によ

り、不服申立てをすることができる。 

3 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。最高管理責任者は、新たに専門性を要する

判断が必要となる場合は、調査委員会の委員の交代若しくは追加し、又は調査委員会

に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会構成の変更等を行う

相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。 

4 前項に規定する新たな委員は、第19条第2項の規定に準じて指名する。 

5 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと

決定した場合には、直ちに、最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任

者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立て

が当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査
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委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するも

のとする。 

6 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、最

高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その

決定を通知するものとする。 

7 最高管理責任者は、第1項の規定による不服申立てがあったときは通報者に対して通

知し、第2項の規定による不服申立てがあったときは被通報者に対して通知するもの

とする。また、関係機関等に通知する。前2項の規定による不服申立ての却下又は再

調査の決定をしたときも同様とする。 

(再調査) 

第29条 前条の規定に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合に

は、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人

が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協

力することを求めるものとする。 

2 前項に規定する不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査

を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに

最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、そ

の決定を通知するものとする。 

3 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して50日以内に、

先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに最高管理責任者に報告するも

のとする。ただし、50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由

がある場合は、その理由及び決定予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承

認を得るものとする。 

4 最高管理責任者は、前2項の報告に基づき、速やかに、再調査の結果を通報者、被通

報者及び被通報者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知する

ものとする。 

5 第27条第2項から第4項までの規定は、再調査の結果について準用する。 

(調査結果の公表) 

第30条 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合

には、速やかに、調査結果を公表するものとする。ただし、第35条に規定する処分内

容等の通知と同時に公表することができる。 

2 前項の公表内容は、原則、次の各号に掲げる事項とし、当該事案の社会的影響、研究

不正の軽重、通報者又はその関係者の保護等を勘案して決定するものとする。 

(1) 研究活動上の不正行為に関与した者の氏名及び所属 

(2) 研究活動上の不正行為の内容 

(3) 本学が公表時までに行った措置の内容 
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(4) 調査委員会委員の氏名及び所属 

(5) 調査の方法・手順 

(6) その他総括責任者が必要と認める事項 

3 前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、通

報がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所

属を公表しないことができる。 

4 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、原則として、

調査結果は公表しない。ただし、当該事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故

意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。 

5 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、

論文等に故意によるものではない誤りがあったこと、及び第2項を準用するものとす

る。 

6 最高管理責任者は、悪意に基づく通報が行われたとの認定がなされた場合には、通報

者の氏名・所属を公表することができる。 

7 公表の手段は、別に定める。 

第7章 措置及び処分 

(本調査中における一時的措置) 

第31条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結

果の報告を受けるまでの間、被通報者に対して、通報された研究費等の一時的な支出

停止等の必要な措置を講じることができる。 

2 最高管理責任者は、関係機関等から、被通報者の該当する研究費等の支出停止等を命

じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。 

(研究費等の使用中止) 

第32条 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活

動上の不正行為が認定された論文等の内容に責任を負う者として認定された者及び研

究費等の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認

定者」という。)に対して、直ちに研究費等の使用中止を命ずるものとする。 

(論文等の取下げ等の勧告) 

第33条 最高管理責任者は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論

文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。 

2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意

思表示を最高管理責任者に行わなければならない。 

3 最高管理責任者は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表する

ものとする。 

(措置の解除等) 
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第34条 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された

場合は、本調査に際してとった研究費等の支出停止等の措置を解除するものとする。

証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期聞が経過した後又は不服申

立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。 

2 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回

復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。 

(処分) 

第35条 最高管理責任者は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認

定された場合は、当該研究活動上の不正行為に関与した者に対して、法令、国立大学

法人東京農工大学職員就業規則及び国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程に従って、

処分を課すものとする。 

2 最高管理責任者は、前項の処分が課されたときは、関係機関等に対して、その処分の

内容等を通知する。 

(是正措置等) 

第36条 研究倫理委員会は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認

定された場合には、最高管理責任者に対し、速やかに是正措置、再発防止措置、その

他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとることを勧告するものとする。 

2 最高管理責任者は、前項の勧告に基づき、関係する部局等の長に対し、是正措置等を

とることを命ずる。また、必要に応じて、本学全体における是正措置等をとるものと

する。 

3 最高管理責任者は、前項の規定に基づいてとった是正措置等の内容を関係機関等に対

して報告するものとする。 

第8章 その他 

(研究データの保存期間) 

第37条 研究データの保存期間は、研究成果の発表時点から原則10年とする。 

2 前項の規定にかかわらず、研究分野の特性により、10年を超えた保存期間の設定が必

要な場合は、研究成果の発表時点で研究者等が自ら期間を定めることができる。 

3 第1項の規定にかかわらず、保存する研究データの中に、法令等により保存期間が規

定されるものがある場合には、当該データについてはその法令等の定める期間に合わ

せて保存期間を定めることとする。ただし、法令等の保存期間が10年未満で期間満了

後の即時破棄が明記されていない場合には、第1項の期間に準じて保存期間を定める

こととする。 

4 第1項の規定にかかわらず、外部から研究データを受領するにあたり、データの保存

期間に関する契約又は定めが別途ある場合は、当該契約等で定められた期間に合わせ

て保存期間を定めることとする。 

(関係委員会等の連携) 
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第38条 通報の内容や、調査の結果により、競争的資金等の不正に係る調査委員会、懲

戒に関する委員会等と適宜連携するものとする。 

(事務) 

第39条 この規程に関する事務は、地区事務部及び関係部署の協力を得て、研究推進部

研究総括・リスクマネジメント課で行う。 

(雑則) 

第40条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 

2 国立大学法人東京農工大学研究上の不正に関する取扱い要項(平成18年4月1日制定)

は、廃止する。 

附 則(平成27年7月1日規程第47号) 

この規程は、平成27年7月1日から施行する。 

附 則(平成28年4月1日規程第6号) 

この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成30年4月1日規程第12号) 

この規程は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則(平成31年4月1日規程第19号) 

この規程は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和元年6月27日規程第9号) 

この規程は、令和元年6月27日から施行し、平成31年4月1日より適用する。 

附 則(令和元年8月1日教規程第10号) 

この規程は、令和元年8月1日から施行する。 

附 則(令和3年4月1日規程第15号) 

この規程は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年4月1日教規程第7号) 

この規程は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則(令和5年1月1日規則第11号) 

ー設置等の趣旨（資料）ー65ー



この規則は、令和5年1月1日から施行する。 

附 則(令和5年4月19日教規程第22号) 

この規程は、令和5年4月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。 

附 則(令和5年7月1日規程第33号) 

この規程は、令和5年7月1日から施行する。 

附 則(令和7年7月1日規則第5号) 

この規則は、令和7年7月1日から施行する。 
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○国立大学法人東京農工大学人を対象とする研究に関する倫理審査委員会細則 

(平成30年6月1日細則第19号) 

改正 平成31年4月1日規程第19号 平成31年4月15日細則第9号

令和3年4月1日規程第15号 令和4年4月1日規則第4号 

令和5年1月1日規則第11号 令和5年4月1日規程第7号 

令和6年4月1日規程第12号 令和7年4月1日規則第3号 

令和7年7月1日細則第9号 令和8年4月1日細則第27号 
 

(趣旨) 

第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学人を対象とする研究の実施に関する規程

第4条第2項に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)に置かれる

人を対象とする研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定め

るものとする。 

(目的) 

第2条 委員会は、本学における人を対象とする研究が、人権擁護に関わる倫理的観点及

び科学的観点から適正に遂行されるために必要な事項を審議することを目的とする。 

(審議事項) 

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 研究対象者の人権に関わる人を対象とする研究の倫理についての基本事項に関す

ること。 

(2) 人を対象とする研究の研究計画の審査に関すること。 

(3) 研究者等に対して実施する教育・研修の実施に関すること。 

(4) 人を対象とする研究に係る個人情報の保護に関すること。 

(5) その他人を対象とする研究に関すること。 

2 前項に定めるもののほか、委員会は、実施中又は終了(中止の場合を含む。以下同

じ。)した人を対象とする研究の適正性及び信頼性を確保するための調査を行うことが

できる。 

(組織) 

第4条 委員会は、学長が指名又は委嘱する次の各号に掲げる委員をもって組織し、学外

者2人以上並びに男性及び女性がそれぞれ1人以上を含まなければならない。 

(1) 学術及び研究（学術連携含む。）を担当する副学長 

(2) 農学研究院副院長又は農学府副府長及び工学研究院副院長又は工学府副府長 

(3) 農学研究院又は工学研究院の教員 6人 

(4) 健康・相談総合支援機構の医師 1人 

(5) 研究推進部研究総括・リスクマネジメント課長 

(6) 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の学外の有識者 1人以上 
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(7) 研究対象者の観点をもつ学外の一般者 1人以上 

(8) その他学長が必要と認めた者 若干人 

2 前項第3号、第4号及び第6号から第8号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨

げない。 

(委員長及び副委員長) 

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号の副学長をも

って充て、副委員長は、委員の互選により選出する。 

2 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。 

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

(議事) 

第6条 委員会は、委員長が招集するものとする。 

2 委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければ開くことができない。 

(1) 過半数の委員が出席していること。 

(2) 男性及び女性の委員がそれぞれ1人以上出席していること。 

(3) 第4条第4号の委員が出席していること。 

(4) 第4条第6号及び第7号の委員がそれぞれ1人以上出席していること。 

3 審査の対象となる、人を対象とする研究の研究計画に関係する委員は、当該研究計画

の審査及び議決に加わることはできない。 

4 議事は、原則として出席委員の全会一致をもって決定するよう努めなければならない。

ただし、審議の結果、全会一致が困難な場合には、出席委員の4分の3以上の賛成をも

って委員会の議決とすることができる。 

(審査の方針) 

第7条 委員会は、第3条第1項第2号に規定する人を対象とする研究の研究計画を審査

する場合は、次の各号に掲げる事項に留意し、審議しなければならない。 

(1) 研究対象者の人権の擁護に関すること。 

(2) 研究対象者に研究への理解を求め、その同意を得ること。 

(3) 研究によって生じる研究対象者への不利益及び危険性と科学上の貢献度に関する

こと。 

(研究計画書の審査手続き等) 

第8条 委員会は、学長から意見を求められた研究計画について審査し、その結果を書面

により学長へ答申するものとする。 

2 委員会は、審査にあたり必要と認めたときは、当該研究計画の研究責任者等を出席さ

せ、その説明及び意見を求めることができる。 

(委員以外の者の出席) 

第9条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 
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(迅速審査) 

第10条 委員会は、軽微な事項の審査について、委員会が指名する委員による迅速審査

に付すことができる。この場合において、迅速審査の対象となる、人を対象とする研

究の研究計画に関係する委員は、当該研究計画の迅速審査及び議決に加わることはで

きない。 

2 前項の迅速審査に付すことのできる事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 他の研究機関と共同して実施される人を対象とする研究であって、既に当該研究

の全体について共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、その実施につ

いて適当である旨の意見を得ている場合の審査 

(2) 研究計画書の軽微な変更に関する審査 

(3) 侵襲を伴わない人を対象とする研究であって介入を行わないものに関する審査 

(4) 軽微な侵襲を伴う人を対象とする研究であって介入を行わないものに関する審査 

3 迅速審査の結果は、委員会の意見として取り扱うものとし、当該審査結果は全ての委

員に報告されなければならない。 

(学長への勧告) 

第11条 委員会は、審査を行った研究について、倫理的観点及び科学的観点から必要な

調査を行い、学長に対して、研究計画書の変更、研究の中止、その他当該研究に関し

必要な意見を述べることができる。 

(守秘義務) 

第12条 委員及び委員会の事務に従事する者は、その業務上知り得た情報を正当な理由

なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。 

(教育・研修) 

第13条 委員及びその事務に従事する者は、審査及び関連する業務に先立ち、倫理的観

点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けなけ

ればならない。また、その後も、適宜継続して教育・研修を受けなければならない。 

(保存) 

第14条 委員会が審査を行った研究に関する審査資料は、当該研究の終了について報告

される日までの期間(侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって介入を行うものに

関する審査資料にあっては、当該研究の終了について報告された日から5年を経過し

た日までの期間)、適切に保存するものとする。 

(公開) 

第 15 条 委員会の構成、組織及び運営並びに審査の概要は公開するものとする。ただし、

委員会が研究対象者及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の

保護のため、非公開が適当であると判断したものについては、その限りではない。 

(事務) 
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第16条 委員会の事務は、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理す

る。 

(雑則) 

第17条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が

別に定める。 

附 則 

この細則は、平成30年6月1日から施行する。 

附 則(平成31年4月1日規程第19号) 

この規程は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(平成31年4月15日細則第9号) 

この細則は、平成31年4月15日から施行し、平成31年4月1日から実施する。 

附 則(令和3年4月1日規程第15号) 

この規程は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年4月1日規則第4号) 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則(令和5年1月1日規則第11号) 

この規則は、令和5年1月1日から施行する。 

附 則(令和5年4月1日規程第7号) 

この規程は、令和5年4月1日から施行する。 

附 則(令和6年4月1日規程第12号) 

この規程は、令和6年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年4月1日規則第3号) 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年7月1日細則第9号) 

この細則は、令和7年7月1日から施行する。 

附 則(令和8年4月1日細則第27号) 

この細則は、令和8年4月1日から施行する。 
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大学院先進学際科学府

共同先進健康科学専攻
博士課程［3年］

（入学定員：6人）
＜学位：生命科学＞

予測情報学コース
（募集人員：30人）

資源・エネルギー科学
コース（募集人員：23人）

食料・環境科学コース
（募集人員：23人）

健康・福祉科学コース
（募集人員：23人）

（入学定員：99人）

＜学位：農学・工学・学術・応用情報学＞

先進学際科学専攻

博士前期課程［2年］

予測情報学コース
（募集人員：5人）

融合科学コース
（募集人員：22人）

博士後期課程［3年］

（入学定員：27人）

大学院先進学際科学府修士課程（博士前期課程）との関係について

農学・工学を基盤とした自然科学から人文社会科学にまたがる領域で、実験科学・計算科学・データ科学を融合させ、高度
な数理・データサイエンス・ＡＩ技術等による解析や「予測」に基づき、食農・エネルギー・健康・環境などの科学的・社会
的課題の解決、及び持続的社会の実現に向けた新しい知や価値の創出に取り組む高度情報人材を育成する。
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